
索
、
け
久
局
、
先

第
二
十
四
巻

第
二
蹴

昭
和
四
十
年
九
月
遊
行

清
初
山
東
に
お
け
る
賦
役
制
に
つ
い
て

藤

田

敬

は

じ

め

-1-

明
代
中
期
以
来
、
商
品
生
産
、
貨
幣
経
済
の
準
展
に
と
も
な
い
、
王
朝
権
力
の
人
民
牧
奪
の
瞳
制
は
い
ち
じ
る
し
い
饗
化
を
う
け
た
。
そ
の

も
っ
と
も
重
要
な
黙
は
賦
役
の
銀
納
化
で
あ
ろ
う
。
明
末
に
賓
施
さ
れ
た
一

保
鞭
法
は
基
本
的
に
は
、

に
、
部
分
的
な
賦
役
の
合
併
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

こ
の
方
向
を
お
し
す
す
め
る
と
と
も

一
候
鞭
法
の
寅
施
後
も
勢
働
形
態
に
よ
る
各
役
は
残
存
し
て
お
り
、
人

清
初
に
お
け
る
賦
役
制
の
嘗
面
し
た
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
残
存
す
る
篠
役
を
銀
納
化

一
候
鞭
法
を
最
終
的
に
完
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
課
題
の

一
部
は
、
康
照
末

・
薙
正

年
聞
に
全
園
的
に
賓
施
さ
れ
た
地
丁
併
徴
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
丁
銀
を
底
止
し
て
、
地
銀
の
附
加
分
と
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
地
丁
併
徴
の
改
革
は
丁
銀
に
か
ん
す
る
も
の
に
す
ぎ
ぬ
。

本
稿
は
一
候
鞭
法
を
う
け
た
清
初
賦
役
制
が
二
つ
の
課
題
l
残
存
各
役
の
銀
納
化
と
丁
銀
の
地
銀

へ
の
擁
入
ー
を
ど
の
よ
う
に
果
し
て
い
っ

た
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
な
る
事
態
の
準
行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い

っ
た
瓢
に
つ
い
て
、
山
東
を
例
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

頭
税
た
る
丁
銀
も
温
存
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

し
、
丁
銀
を
地
銀
に
く
り
こ
む
こ
と
に
よ

っ
て
、

127 
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る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、

九
。
賦
役
制
の
矛
盾
は
里
甲
制
の
機
能
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

賦
役
制
と
表
裏
を
な
す
里
甲
制
は
賦
役
牧
奪
の
末
端
行
政
機
構
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
牧
奪
が
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

周
知
の
と
お
り
、
清
初
に
お
け
る
山
東
は
、

清
朝
は
し
ば
し
ば
招
民
開
墾
政
策
を
質
施
し
、
耕
地
面
積
の
援
大
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

鎮
座
さ
れ
た
順
治
四
年
頃
を
境
と
し
て
、

た
び
か
さ
な
る
兵
凱
に
よ
り
、

耕
地
・
人
口
と
も
極
度
に
減
少
し
て
い
た
。
順
治
元
年
以
来
、

山
東
に
お
い
て
も
、
清
初
の
農
民
叛
凱
が
一
躍

し
だ
い
に
田
土

・
人
丁
数
の
確
定
が
準
み
、

各
州
牒
と
も
荒
地
・
逃
亡
人
丁
の
諮
除
を
行

っ
て
い

る
。
開
墾
は
か
な
り
準
ん
だ
よ
う
で
、
康
照
明
城
鯨
志
巻
一
戸
口
に
、

丘
一
焚
之
後
、
銭
糧
不
敷
、
復
経
黄
河
口
決
、
:
:
:
戸
口
愈
減
、
田
土
愈
荒
、
至
順
治
十
二
年
多
、
:
:
:
地
土
漸
熱
、
戸
口
漸
培
、
而
荒
蕪
開

墾
十
有
七
也
。

- 2一

と
あ
り
、
東
昌
府
の
柳
城
鯨
で
は
荒
蕪
地
の
七
割
が
順
治
十
二
年
ま
で
に
開
墾
さ
れ
て
い
た
。

疏
」
に
は
、
首
時
の
開
墾
朕
況
に
つ
い
て
、

青
州
府
盆
都
の
人
、

孫
廷
詮
の

「
請
査
墾
荒

即
以
臣
郷
山
東
言
之
、
除
荒
大
勢
、
多
在
西
三
府
、
而
往
昔
所
経
大
遁
之
芳
、

一
墓
皆
責
茅
白
土
、
近
一
雨
年
、
再
経
其
地
、
頗
多
開
熟
、

村
煙
相
接
、
鶏
犬
相
聞
、
該
撫
藩
司
開
荒
甚
多
、

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
西
三
府
と
は
湾
南
府
、
東
昌
府
、
売
州
府
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

たt
r

清
朝
は
農
業
生
産
力
の
回
復
を
は
か
る
一
方
、
賦
役
牧
奪
の
制
度
的
整
備
に
着
手
し
た
。
周
知
の
と
お
り
、
清
朝
は
入
開
以
来
、
村
落
統

治
機
構
の
設
置
を
急
ぎ
、
順
治
元
年
八
月
に
は
組
甲
制
が
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
穂
甲
制
の
主
眼
は
警
察
業
務
に
あ
っ
て
、
賦
役
牧
奪
の
機
構

を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
順
治
五
年
に
い
た
り
、
里
甲
制
の
復
活
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
戸
l
甲
長
|
坊
廟
里
長
|
州
鯨

」
れ
ら
の
地
方
で
も
っ
と
も
開
墾
が
進
捗
し
て
い



、、

と
い
う
支
官
瞳
制
が
成
立
し
、
皇
長
・
甲
長
は
三
年
に
一
度
(
の
ち
巴
五
年
に
一
度
)
の
人
丁
数
調
査
、
(

編

審

)

人

民

は

十

戸

一

甲
、
十
甲
一
里
の
戸
数
編
成
原
則
に
よ
る
里
甲
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
民
は
州
鯨
か
ら
易
知
由
単
な
る
も
の
を
給
ぎ
れ
、
納
入
す
ベ

孫
元
衡
「
順
約
編
里
篠
約
」

-V左行
い、

き
鐘
糧
額
を
、
通
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
錯
糧
の
督
促
・
徴
牧
に
は

里
長
ら
が
嘗
っ
た。

康
照
新
城
鯨
績
志
、

毎
里
必
需
里
書
一

人
、
毎
甲
必
需
甲
長
一
人
、
:
:
:
新
邑
往
例
、
催
糧
牧
糧
、
倶
係
皇
室雷
、

と
あ
り
、
新
城
鯨
で
は
銭
糧
の
催
牧
を
皇
室聞い
か
推
賞
し
て
い
る
。
泰
安
府
で
は
里
と
い
わ
ず
保
と
稽
し
、
各
保
に
限
年
一
人
を
設
け
、
十
甲
を

ω
 

監
督
し
、
甲
に
は
戸
頭
を
設
け
、
各
糧
を
承
徴
し
て
い
る
。
ま
た
夏
津
蘇
で
は
里
書
は
田
畝
の
買
買
に
と
も
な
う
名
義
襲
更
(
過
割
)
の
事
務
を
あ

つ
か
っ
て
い
か
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
里
書
と
か
限
年
は
里
長
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
V

彼
ら
里
長
は
地
方
に
よ

っ
て
こ
と
な
る
が
、
輪
番
制
で

任
命
さ
れ
る
と
こ
ろ
や
、
あ
る
い
は
遁
嘗
な
人
を
雇
っ
て
い
ら
ま
た
州
懸
か
ら
は
坐
差
が
派
遣
さ
れ
、
里
長
な
ど
の
監
督
に
嘗
っ
て
い
か
。

里
甲
の
構
成
は
多
様
で
あ
る
が
、
都
卒
牒
で
は
、
坊
郭
・
伏
生
・
長
自
・
瞳
泉
・
仁
義
・
梁
賦
の
六
郷
に
分
か
れ
、
郷
の
下
に
五
十
七
里
が
所

属
し
て
い
る
。
郷
に
は
少
な
い
と
こ
ろ
で
四
里
、
多
い
と
こ
ろ
だ
と
十
五
里
を
ふ
く
み
、
里
の
下
に
甲
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
は
自
然

村
落
(
荘
銀
)
を
戸
数
に
よ
っ
て
人
魚
的
に
直
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
済
寧
で
は
千
絵
の
甲
が
あ
り
そ
れ
ら
に
は

一
里
十
数
甲
の
例
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
一
里
十
甲
の
原
則
は
必
ず
し
も
徹
底
さ
れ
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
里
甲
制
の
も
と
に
、
賦
役
制
が
貧
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
山
東
に
お
け
る
賦
役
制
の
内
容
を
検
討
し
て

お
こ
う
。
清
初
に
お
け
る
賦
役
制
の
基
本
は
明
末
の
一
候
鞭
法
に
よ
っ
で
成
立
し
た
地
銀
・
丁
銀
の
二
本
だ
て
で
あ
っ
た
。
相
耕
平
蘇
で
は
、
順

治
十
六
年
の
賦
役
全
書
に
よ
れ
ば
、
民
田
は
土
地
・
中
地
・
下
地
の
三
等
に
分
け
ら
れ
、

夏
税
姿
・
農
桑
絹
・
税
総
・
歌
糧
米
・
馬
草
・
盟
紗

繭
鎮
柴
直
馬
債
工
属
宗
緑
民
材
等
項
銀
・
九
董
地
畝
銀
・
本
色
花
布
花
繊
正
銀
・
脚
債
盤
費
舗
塾
軽
費
滞
草
等
項
銀
・
丘
ハ
働
経
費
騨
姑
夫
馬
祭

間
考
試
等
項
銀
を
合
算
し
た
四
高
雨
徐
の
地
銀
と
寅
徴
米
五
千
九
百
石
絵
、
賞
徴
褒
四
十
八
石
を
そ
れ
ぞ
れ
の
科
則
に
し
た
が
っ
て
上
記
の
土

129 

丁
銀
は
順
治
年
聞
に
戸
等
制
を
贋
し
、

地
に
課
し
て
い
る
。

一方、

一
例
人
丁
に
な
っ
て
い
る
が
、

順
治
十
-
年
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
九
九
六

-3ー
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五
丁
の
貫
首
人
丁
に
毎
丁
二
銭
七
分
を
科
し
て
い
る
。

闘

に
匿
分
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
を
純
計
し
た
銭
糧
が
漕
糧
な
ど
の
起
運
部
分
と
俸
銀
な
ど
の
存
留
部
分

わ
れ
わ
れ
は
清
初
に
お
い
て

田
賦
の
面
で
い
ち
じ
る
し
く
銀
納
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ

回

る
。
同
時
代
の
、
順
治
十
八
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

山
東
全
省
で
地
銀
二
百
四
十
高
雨
、
寅
徴
褒
三
高
石
、
質
徴
米
三
十
六
蔦
石
、
質
徴
穀
七

百
石
と
な
っ
て
い
て
、
貫
徴
米
姿
三
十
九
高
石
を
山
東
に
課
せ
ら
れ
た
潜
糧
額
三
十
七
高
石
お
よ
び
存
留
分
だ
と
考
え
る
と
、
回
賦
の
ほ
と
ん

な
お
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
丁
銀
科
派
に
さ
い
し
て
、
明
末
の
一
候
鞭

と
こ
ろ
で
、
こ
の
資
料
か
ら
、

ど
が
品
質
幣
納
で
あ

っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

法
以
来
の
「
不
分
等
則
一
例
人
丁
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
末
に
あ
っ
て
も
、
三
等
九
則
の
戸
等
制
に
も
と
づ
く
丁
銀
科
派
の

制

例
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
崇
頑
か
ら
順
治
年
間
に
い
た
っ
て
多
く
の
州
鯨
で
従
来
の
戸
等
制
を
贋
止
し
て
い
る
。
都
卒
鯨
も
そ
の
例
で
あ

る
が
、
招
遠
鯨
で
は
、
九
則
(
高
暦
年
間
)
、
四
則
(
崇
頑
年
間
)
、
二
則
(
順
治
年
間
)
と
饗
化
し
、
順
治
十
七
年
に
一
則
に
改
め
ら
れ
て

同
い
る
。
田
土
数
、
人
丁
数
、
事
産
を
組
合
し
て
、
戸
の
ラ
ン
ク
を
設
け
、
一
丁
首
り

ρ丁
銀
額
を
決
定
す
る
と
レ
う
方
法
は
、
極
め
て
合
理
的

闘

に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
質
際
に
は
逆
で
あ
っ
た
。
地
主

・
上
農
層
は
財
産
を
隠
匿
し
、
戸
等
制
を
事
質
上
、
無
意
味
に
し
て
い
た
。
都
牒
で

刷

は
、
こ
う
し
た
弊
害
を
除
く
た
め
に
、
高
暦
三
十
六
年
に
一
則
に
改
め
て
い
る
。
ま
た
繁
安
牒
で
は
上
等
三
則
の
戸
に
牧
頭
の
役
が
科
せ
ら
れ

同

丁
銀
も
逓
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
は
一
則
に
改
め
る
よ
う
知
鯨
に
要
求
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。
戸
等
制
の
贋
止
は
、
徴
牧
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て
い
る
上
に
、

方
法
に
お
け
る
合
理
化
を
意
園
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

地
銀
の
成
立
に
よ
っ
て
土
地
負
捨
の
増
大
し
た
地
主

・
上
農
層
の
強
い
要
求
に

み
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
崇
頑
以
来
兵
凱
が
つ
づ
、
き
、
国
土
の
荒
腰
と
人
民
の
逃
亡
が
激
化
す
る
と
、
戸
等
制
そ
の
も

の
が
全
く
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
斉
河
豚
志
巻
三
戸
口
志
に
、

論
日
、
従
来
戸
口
之
稽
、
直
魚
三
等
九
則
、
倶
以
版
紛
潟
空
、
斉
邑
土
日
亦
稽
蕃
庶
失
、
明
高
暦
間
審
流
編
戸
、
向
分
八
則
、
後
以
天
災
人
患

と
あ
る
。

機
僅
相
伯
、
以
一
里
分
十
甲
、
市
甲
或
依
十
之
六
、
以
一
甲
線
十
戸
、
市
戸
或
逃
十
之
九
、

一
例
人
丁
化
に
さ
い
し
て
は
、
単
懸
の
場
合
だ
と
、
順
治
九
年
の
丁
銀
総
額
二
四
一
六
四
雨
四
銭
を
、

不
分
等
則
、
勢
有
不
得
不
然
者
、

上
下
二
則
の
人
丁
穂
数
四
四



同

七
九
三
丁
で
除
し
、
毎
丁
五
分
三
萱
九
重
儀
の
微
細
な
数
値
を
算
出
す
る
。

L
た
が
っ
て
、
丁
銀
総
額
に
ば
全
然
出
現
更
が
な
い
の
で
あ
る
。
毎

制

丁
の
丁
銀
負
措
額
は
州
鯨
に
よ
っ
て
著
し
く
不
均
等
で
あ
っ
て
、
日
照
鯨
で
は
三
銭
四
分
品
酷で
あ
る
の
に
劉
し
、
招
遠
鯨
で
は
四
分
一
董
徐
に

闘

す
ぎ
な
い
。

同

国
賦
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
明
末
の
一
一
傑
鞭
法
に
よ
っ
て
戸
等
制
が
な
く
な
り
、
地
則
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
。

刷

ま
た
山
東
で
は
明
初
以
来
、
大
畝
・
小
畝
の
直
別
が
あ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
牒
で
明
末
に
い
た
っ
て
消
滅
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
嘩
牒
で

は
一
一
畝
七
二

O
歩
の
大
畝
を
嘉
靖
末
に
一
畝
二
四

O
歩
に
し
て
い
る
1
川
、
滋
陽
鯨
で
は
世
間
暦
九
年
に
大
敵
・
中
畝
・
小
畝
の
直
別
を
贋
止
し
、

同

一
畝
二
四

O
歩
に
決
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
一
畝
嘗
り
の
面
積
が
均
等
化
さ
れ
た
土
地
を
地
則
に
分
け
る
の
で
あ
る
が
。
そ
の
場
合
、
も
ち
ろ

と
こ
ろ
で
、

ん
、
土
地
の
生
産
性
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
田
賦
徴
牧
に
さ
い
し
て
は
、
折
算
が
行
わ
れ
、
済
陽
懸
の
例
だ
と
、
高
暦
三
十
六
年
以
来
、
上

地
一
畝
は
糧
地
約
六
分
に
、
中
地
一
畝
は
四
分
に
、
下
地
一
畝
は
二
分
四
麓
飴
に
首
て
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
毎
畝
若
干
の
田
賦
と
は
こ
の
折

帥

算
さ
れ
た
糧
地
一
畝
に
賦
課
さ
れ
る
税
糧
額
で
あ
る
。
地
則
は
都
牒
の
よ
う
に
、
従
来
の
五
則
を
中
等
地
・
下
等
地
の
二
則
に
改
め
て
、
地
則

の
整
理
を
行
う
と
こ
勾
(
高
暦
三
十
六
年
〉
や
、
莱
蕪
鯨
の
よ
う
に
、
地
則
を
底
止
し
、
下
等
に
統
一
す
る
と
こ
ろ

(寓
暦
三
十
一
年
)
も
あ
っ

，
 

M
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
例
は
稀
で
大
盤
ば
明
末
以
来
の
地
則
を
用
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。

南
東
鯨
で
は
順
治
五
年
に
回
土
数
の
確
定
を
行

い
、
高
暦
年
間
の
地
則
上
、
中
、
下
上
、
下
中
、
下
下
の
五
等
を
採
用
し
、
そ
の
上
で
、
上
地
八
分
三
遊
絵
、
下
上
地
一
畝
二
分
四
輩
、
下
中

地
一
畝
六
分
九
盤
払
齢
、
下
下
地
二
畝
五
分
一
彊
徐
を
そ
れ
ぞ
れ
中
地

一
敵
に
折
算
し
、
中
地
毎
畝
銀
五
分
四
畳
品
駄
を
賦
課
す
る
こ
と
に
し
て
い

同る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
一
畝
の
贋
さ
を
も
っ
土
地
で
も
、
上
地
と
下
下
地
と
で
は
そ
の
負
権
額
は
三
割
一
の
凶
比
率
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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以
上
が
田
賦
と
丁
銀
賦
課
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
他
山
東
に
は
一
般
に
「
力
役
之
徴
」
と
い
わ
れ
る
河
夫
の
役
が
残
存
し
て
い
た
。
康
照

金
郷
鯨
志
巻
三
賦
役
に
よ
る
と
、
間
夫
、
溜
夫
、
浅
夫
、
各
夫
な
ど
の
力
役
が
あ
る
が
、

曹
州
志
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

閑
溜
洩
夫
、
明
崇
踊
以
前
、
原
係
近
運
河
州
牒
土
著
之
民
慣
習
河
務
者
充
役
、
曹
州
止
協
済
工
食
銀
雨
、
毎
年
額
徴
銀
雨
萱
拾
爾
捌
鏡
、
解

赴
済
寧
運
河
鹿
、
牧
貯
支
給
、
:
:
:
循
行
己
久
、
曹
民
稽
使
、
:
:
:
至
園
朝
順
治
初
、
知
州
線
精
密
任
、
伊
始
念
切
民
細
部
、
以
魚
排
銀
不
如
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任
力
局
易
、
途
念
州
民
、
赴
済
寧
醸
役
、
自
是
饗
健
役
震
力
役
突
、

運
河
に
近
い
人
民
で
河
務
に
習
熟
し
て
い
る
も
の
が
工
食
銀
を
支
給

制

さ
れ
て
従
事
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
て
、
曹
州
は
協
済
銀
を
分
鎗
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
順
治
年
間
に
ふ
た
た
び
貫
献
労
働
の
科

同

派

ιな
っ
て
い
る
。
ま
た
、
徳
卒
鯨
な
ど
で
は
夫
続
の
役
が
残
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
役
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
済
南
府
を
は
じ
め
五
府
六

山
東
で
は
臨
清
・
徳
州
の
雨
倉
に
漕
糧
を
運
迭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
慮
、
官
牧
官
解

そ
の
費
用
を
と
う
て
レ
ま
か
な
い
き
れ
ぬ
額
で
あ
っ
た
。
康
照
新
城
鯨
志

山由市
頑
年
閉
ま
で
は
、
間
夫

・
溜
夫

・
洩
夫
の
役
は
と
も
に
銀
納
化
さ
れ
、

十
九
州
鯨
に
潜
糧
の
わ
り
あ
て
が
あ
り

の
原
則
が
あ
っ
て
、
工
食
銀
が
若
干
は
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

各
三
食
貨
志
、
起
運
の
僚
に
、

山
左
夏
秋
二
税
、
歳
総
臨
徳
商
倉
、
其
附
近
州
鯨
及
可
通
舟
揖
者
、

車
姐
駄
載
、
而
毎
石
額
編
経
費
、

僅
足
十
之
二
一
、

固
易
震
力
、
至
如
吾
新
地
、
隔
四
百
除
里
、
又
無
水
道
可
通
、
勢
必
籍

且
多
風
雨
診
混
之
苦
、
至
倉
守
候
之
銀
、
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と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
役
な
い
し
は
寅
質
的
な
役
の
他
に
)
い
わ
ゆ
る
雑
差
な
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
地
方
街
門
の
諸
経
費
の
負
捨
で
あ
る
。
済
寧
州
で

酬

は
門
子

・
禁
卒

・
燈
夫
な
ど
の
役
人
の
工
食
不
足
分
や
、
新
任
の
官
吏
の
接
待
費
、
街
門
の
修
理
費
ま
で
が
人
民
の
肩
に
お
ぶ
さ
っ
て
レ
た
。

こ
れ
ら

一
切
の
差
径
は
里
甲
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
紳
衿
な
ど
は
負
措
を
克
除
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
清
初
の
賦
役
制
は
、
河
夫
の
例
の
よ
う
に
明
末
に
銀
納
化
さ
れ
た
も
の
が
再
び
貧
第
働
の
科
汲
に
逆
戻
り
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

が
、
大
牢
は
銀
納
化
さ
れ
て
お
り
、
農
業
生
産
物
の
商
品
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
農
業
生
産
物
を
「
商
品
市
場
」

に
投
じ
て
換
金
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

「
商
品
市
場
L

自
龍
、
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

加
う
る
に
、
清
初
の
華
北
に

お
い
て
は
銀
流
通
が
停
滞
し
て
い
た
。
顧
炎
武
の

「
銭
糧
論
」
上
に
、

往
在
山
東
、
見
登
莱
並
海
之
人
、
多
言
穀
賎
、
慮
山
僻
不
得
銀
以
轍
官
、
:
:
:
何
以
故
、
則
有
穀
而
無
銀
也
、
所
獲
非
所
職
也
、
所
求
非
所

出
也
、



同

と
あ
り
、
消
州
の
人
唐
夢
賓
の
「
簿
鮪
庖
言
」
に
も
、

夫
販
銀
者
、
常
累
月
市
不
至
、
益
河
北
物
産
甚
少
、
市
銀
之
職
解
不
向
南
則
向
北
、
銀
何
術
市
復
師
、
固
無
怪
其
不
至
也
、

「
物
産
の
甚
だ
少
な
い
」
華
北
に
は
銀
が
十
分
流
逼
せ
ず
、
そ
の
結
果
、

穀
物
債
格
が
下
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
河
夫
の
役
が
貨

と
あ
り
、

幣
形
態
か
ら
第
働
形
態
に
轄
換
し
た
の
も
、
銀
流
通
の
停
滞
と
関
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
朕
況
に
直
面
し
て
、
人
民
の
貨
幣
牧
入
の
一
つ
の
方
法
は
棉
布
生
産
に
依
存
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
も
康
照
斉
東
豚
志

巻
八
雑
録
「
遊
牧
馬
鹿
題
僻
」
に
、

費
邑
土
田
麗
痔
、
計
其
所
入
、
僅
足
以
糊
口
、
而
賦
格
婚
喪
之
費
、
漠
無
所
籍
、
惟
侍
紡
花
綿
布
、
而
男
女
萱
夜
之
所
作
、
自
農
功
而
外
、

紙
此
一
事
、
是
以
遠
方
大
賀
、
往
往
捕
重
責
購
布
、

と
あ
り
、
棉
布
生
産
の
家
計
牧
入
に
し
め
る
位
置
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
康
照
中
葉
に
な
る
と
、
農
業
主
産
力
の
上
昇
・
貨
幣
鰹
済
の
琵
展
に
と
も
な
い
、
地
主
制
が
い
ち
じ
る
し
く
護
展
し
、
清
朝
の

人
民
支
配
の
矛
盾
が
額
在
化
し
て
く
る
。
聖
租
貫
録
巻
一
一

六
、
康
照
二
十
三
年
九
月
己
丑
の
僚
に
、

召
山
東
巡
撫
張
鵬
、
議
日
、
今
見
山
東
人
民
逃
亡
京
畿
近
地
及
漫
外
各
慮
震
非
者
甚
多
、
皆
由
地
方
勢
豪
侵
占
良
民
国
産
、
無
所
椅
籍
、
乃

至
於
此
、
爾
到
任
、
務
努
除
勢
豪
、
招
集
流
亡
、
伴
得
其
所
、

悼

と
あ
り
、
窮
乏
し
た
農
民
は
村
落
を
棄
て
て
逃
亡
し
、
直
隷
地
方
な
ど
へ
流
れ
た
。
ま
た
安
郎
蘇
で
は
、
康
照
三
十
八
年
に
千
儀
人
の
農
民
が

暴
動
含
起
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
旬
。

貨
幣
経
済
の
進
展
、
地
主
の
土
地
粂
併
、
農
民
の
逃
亡
等
々
の
新
し
い
僚
件
の
も
と
で
、
清
初
の
賦
役
里
甲
制
は
い
か
な
る
問
題
に
直
面
し

た
か
を
、
次
に
み
て
み
よ
う
。
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ま
ず
里
甲
制
を
め
ぐ
る
矛
盾
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
里
甲
制
は
自
然
村
落
を
無
視
し
、
全
く
の
戸
数
編
成
原
則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
た
め
に
、
賦
役
徴
牧
に
さ
い
し
て
い
く
つ
か
の
困
難
が
生
じ
た
。
孫
元
衡
「
順
約
編
里
燦
約
L

に、

新
邑
奮
分
四
十
約
、
村
荘
雑
鋭
、

者
、
多
不
共
約
、
催
糧
奔
走
銀
難
、

遠
近
不
湾
、
:
:
;
毎
一
里
人
戸
、

叉
散
居
各
約
、

其
共
約
者
、
多
不
共
其
里
、

里
差
不
能
霊
て

共
里

と
あ
り
、
自
然
村
落
の
集
合
で
あ
る
約
は
い
く
つ
か
の
里
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、

同
一
の
皇
に
ふ
く
ま
れ
る
者
も
約
を
異
に
し
て
い
て
、

田
賦

納
入
の
督
促
が
極
め
て
困
難
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
乾
隆
臨
清
直
隷
州
志
各
三
田
賦
、
園
里
に
、

或
以
一
郷
之
地
潜
入
各
里
、
因
市
一
申
之
人
雑
寄
各
郷
、

且
地
無
坐
落
、
人
不
認
識
、

と
あ
り
、
各
郷
の
人
が
集
ま

っ
て
構
成
さ
れ
る
里
甲
で
は
、
土
地
が
一
個
慮
に
ま
と
ま
っ
て
は
い
な
い
し
、
た
が
い
に
面
識
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
里
甲
に
は
差
繕
が
均
派
さ
れ
る
。
済
寧
州
で
は
五
年
に
一
度
の
編
審
に
さ
い
し
て
必
要
な
経
費
五
千
雨

帥

を
里
甲
に
科
派
し
た
が
、
人
丁
の
多
い
里
だ
と
毎
丁
三
銭
、
少
な
い
里
だ
と
毎
丁
四
鎮
の
負
携
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
里
甲
が
戸
数
に
よ
っ
て

編
成
さ
れ
、
人
丁
数
に
は
関
係
が
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
格
差
で
あ
る
が
、
も
し
土
地
面
積
に
照
し
て
科
派
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど
う
な
る
で
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あ
ろ
う
か
。
聖
租
貫
録
巻
一
四
六
、
康
照
二
十
九
年
六
月
乙
亥
の
僚
に
、

山
東
巡
撫
併
倫
疏
言
、
累
民
之
事
、
第
一
職
役
不
均
、
凡
紳
衿
貢
監
戸
下
、
均
菟
雑
差
、
以
致
偏
累
小
民
、
富
豪
之
家
、

差
名
、
途
有
好
猪
百
姓
、
持
田
詑
寄
紳
衿
貢
監
戸
下
、
希
闘
避
役
、

団
連
肝
陪
、
不
麿

と
あ
り
、
土
地
に
差
克
が
科
派
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
「
富
豪
」
は
紳
衿
な
ど
に
土
地
を
詑
寄
し
て
、
差
笹
負
措
を
逃
れ
ん
と

し
て
い
る
。
差
克
負
措
忌
避
の
も
う
一
つ
の
方
法
は
土
地
を
そ
の
坐
落
す
る
里
甲
以
外
の
大
き
い
里
甲
へ
登
録
し
、
負
捲
の
軽
減
を
は
か
る
こ

同

と
で
あ
っ
た
。
乾
隆
舘
陶
豚
志
巻
六
、
知
鯨
郎
被
園
「
清
地
均
里
記
」
に
、

国
在
南
而
遁
併
於
北
、
威
趨
田
多
力
厚
之
里
、
里
甲
之
回
、
至
有
倍
夜
者
、

そ
の
結
果
、
里
甲
の
土
地
は
坐
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
里
甲
に

田
在
東
而
過
併
於
西
、

と
あ
る
。
不
在
地
主
た
ち
は
土
地
を
任
意
の
里
甲
に
登
録
し
、



わ
り
あ
て
ら
れ
た
差
各
に
は
無
関
係
と
い
う
朕
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
土
地
所
有
権
の
移
動
が
里
甲
の
土
地
面
積
を
不
均
等
に
し
、
差
格
負

措
の
不
均
等
を
生
む
最
大
の
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
さ
ら
に
十
里
十
甲
の
原
則
を
も
く
ず
し
は
じ
め
て
い
た
。
新
城
蘇
で
は

一
里
数

同

一
里
一
・

二
甲
の
も
の
が
で
て
い
る
し
、
乾
隆
臨
清
直
隷
州
志
巻
三
田
賦
、
園
里
に
も
、

十
甲
の
も
の
が
あ
る
一
方
、

更
有
原
属
一
甲
、
強
分
数
甲
、
賦
税
毎
魚
混
雑
、
各
役
盆
不
均
、

と
あ
る
。

里
甲
の
分
離
統
合
は
賦
役
の
徴
牧
・
科
派
の
面
で
、

隷
州
志
巻
五
輿
地
図
、
丁
口
、
呉
樫
「
編
審
議
」
下
に
、

と
く
に
田
賦
徴
牧
に
さ
い
し
℃
複
雑
な
問
題
を
惹
起
せ
し
め
た
。
乾
隆
済
寧
直

有
糧
在
此
郷
而
地
在
彼
郷
者
、
有
地
一
里
而
糧
分
数
甲
者
、
有
糧
在
一
甲
而
地
分
数
虚
者
、
糾
纏
紛
錯
、
雑
飽
難
稽、

と
あ
り
、
田
賦
を
納
入
す
る
里
甲
と
土
地
の
坐
落
す
る
里
甲
と
が
分
離
し
、
一
里
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
土
地
で
も
納
入
す
る
場
合
に
は
敷
甲
に

分
け
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
納
入
す
る
里
甲
は
一
個
躍
で
も
土
地
が
分
散
し
て
い
る
と
い

っ
た
朕
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
を
戸

数
に
よ
っ
て
分
断
し
た
た
め
に
、
ま
た
土
地
所
有
権
の
移
動
に
と
も
な
う
名
義
饗
更
(
過
割
)
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
、
鬼
戸
を
た
て
て
回
数

を
飛
漉
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

-9-

田
賦
徴
牧
に
お
け
る
里
甲
制
の
矛
盾
は
、

里
書
な
ど
に
よ
る
地
則
の
ご
ま
か
し
ゃ
中
間
搾
取
に
よ

っ
て
さ
ら
に
績
大
さ
れ
た
。
呉
裡
「
編
審

議
」
下
に
、

蓋
一
則
地
改
鋳
二
則
、
・
其
糧
滅
半
、
二
則
地
改
鋳
一
則
、
其
糧
増
字
、
好
猪
之
徒
、

，毎
遁
般
書
、
冒
法
作
弊
、
改
重
信
用
軽
、
都
軽
震
重
、
莫

可
窮
詰
、

と
あ
り
、
加
書
(
皇
室
田
)
を
通
し
て
、
地
則
の
錘
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
孫
元
衡
「
順
約
編
里
僚
約
」
に
、

再
査
新
邑
往
例
、
催
糧
牧
糧
、
倶
係
里
書
、
亦
不
遁
省
人
惜
費
之
意
、
無
如
催
糧
難
有
濠
翠
、
小
戸
不
敢
自
封
、
則
交
輿
甲
長
、
甲
長
亦
不

敢
自
封
、
則
轄
托
里
書
、
往
往
里
書
得
銀
到
手
、
先
飽
私
襲
、
措
不
給
串
、
即
有
必
欲
索
串
之
人
、
則
以
趨
甲
之
串
填
給
銭
乙
、
輿
蹴
簿
多

不
相
符
、
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と
あ
り
、
新
城
鯨
で
は
原
則
と
し
て
は
濠
軍
法
を
用
い
て
自
封
投
櫨
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
甲
長
|
里
書
の
系
列
で
銭
糧
が
上
納
さ
れ

て
い
た
。
里
書
は
銀
を
手
に
入
れ
る
と
、
州
鯨
に
渡
さ
ず
、
納
税
戸
に
は
串
票
(
受
取
謹
明
書
)
を
交
付
し
な
い
。
ど
う
し
て
も
串
票
を
求
め

る
者
が
あ
れ
ば
、

他
人
の
も
の
を
蛮
行
す
る
た
め
、
年
度
末
に
は
帳
簿
と
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
者
は
里
書
に
銭
糧
を
詑
掛
し

同

て
負
惨
を
の
が
れ
た
。
康
照
稿
用
東
鯨
志
巻
八
雑
録
、
余
篤
森

「
清
賦
紀
事
」
に
、

壬
戊
(
康
回
一
二
十
一
年
〉
以
後
而
知
詑
掛
之
盤
、
夫
詑
掛
者
、

隠
漏
之
所
由
始
也
、
其
掛
糧
於
里
書
者
、
里
書
飛
滅
於
闘
里
、
而
其
人
途
種

無
糧
之
地
点
矢
、

と
あ
り
、
負
捲
す
べ
き
銭
糧
は
里
甲
の
土
地
に
飛
漉
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

里
書
の
舞
弊
に
よ

っ
て
さ
ら
に
激
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
清
初
賦
役
制
の
も

同

っ
と
も
重
大
な
問
題
は
、
全
成
丁
に
丁
銀
を
科
派
す
る
と
い
う
原
則
が
貫
施
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
呉
樫

「編
審
議
」
上
に
、

不
及
一
着
、
而
無
地
之
丁
、
乃
至
一
高
六
千
有
奇
、
其
中
故
紹
逃
亡
老
病
孤
貧
之
丁

」
の
よ
う
に
里
甲
制
の
混
飢
と
田
賦
徴
牧
に
お
け
る
矛
盾
は

及
慮
丁
朋
丁
、

所
編
二
高
六
千
八
百
除
丁
、
未
信
周
多

ハ
リ

ー
よ

済
寧
原
編
人
丁
二
高
六
千
六
百
除
丁
、
内
有
地
之
丁
、

不
営
数
千
、
坐
是
催
征
不
前
、
徒
必
刀
蔽
朴、

官
民
交
受
其
累
、
夫
済
都
曾
股
庶
之
地
、

也
、
剖
以
有
地
富
厚
之
家
首
之
、
亦
足
以
満
此
額
数
、
何
無
地
車
丁
乃
至
如
許
之
多
、

と
あ
る
。
原
編
入
丁
二
高
六
千
絵
丁
の
う
ち
、

一
高
六
千
丁
以
上
の
も
の
が
土
地
を
も
た
ぬ
人
丁
だ
と
い
う
。

し
か
も
、
そ
の
中
に
は
数
千
人

以
上
の
故
絶
や
逃
亡
人
丁
が
ふ
く
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
丁
銀
の
徴
牧
は
す
す
ま
ず
、
い
た
ず
ら
に
傍
力
を
費
す
の
み
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
済
寧
の
土
地
を
所
有
す
る
人
丁
だ
け
に
科
渡
し
で
も
、
現
在
の
二
高
六
千
八
百
除
丁
の
負
携
は
十
分
ま
か
な
い
き
れ
る
と
い
う
の
に
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
多
数
の

「
無
地
之
丁
」
に
丁
銀
を
科
渡
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
臭
檀
は
そ
の
原
因
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
。

一
則
波
分
里
甲
之
弊
、
蓄
例
審
編
、
拘
定
各
甲
蓄
額
、

一
甲
之
中
、
戸
口
日
添
、

丁
不
加
培
、
戸
口
消
落
、
丁
不
加
減
、
於
是
強
宗
盛
族
子

兄
弟
流
移
、
猶
掛
人
丁
之
名
、
包
賠
上
納
、
良
因
拘

姓
成
行
者
、
多
院
名
籍
外
、
而
門
昨
衰
薄
孤
苦
伶
打
者
、
何
納
丁
糧
、
即
祖
父
亡
故
、

定
各
甲
之
額
、
必
欲
頂
補
足
数
、
不
相
通
融
故
也
、



人
丁
数
が
甲
か
ら
里
へ
、
里
か
ら
州
鯨
へ
、
州
師
怖
か
ら
府
へ
と
い
う
形
式
で
報
告
さ
れ
、
各
里
甲
の
丁
銀
負
捲
人
丁
敷
が
確
定
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
甲
な
ど
で
は
奮
額
に
こ
だ
わ
っ
て
戸
口
の
増
減
や
人
丁
の
流
亡
が
あ
っ
て
も
、
定
額
の
人
丁
教
は
据
え
置
か
れ
、
嬰
更
さ
れ
な
い
。
加
え

て
編
審
は
五
年
に
一
度
で
あ
る
か
ら
、
賓
在
の
人
丁
敷
と
丁
銀
を
負
携
す
る
人
丁
数
と
に
差
遣
が
生
じ
る
の
は
首
然
だ
が
、
有
力
な
宗
族
な
ど

で
は
人
丁
の
編
審
を
の
が
れ
る
の
に
た
い
し
、
貧
農
は
流
亡
し
た
者
の
分
ま
で
負
携
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
則
聞
報
不
貫
之
弊
、
毎
嘗
開
報
之
期
、
大
概
懐
手
膏
役
里
長
、
所
増
所
除
、
未
嘗
面
験
本
人
、
惟
愚
間
報
、
以
致
富
豪
有
力
者
賄
嘱
而
倖

克
、
郷
愚
貧
乏
者
重
盛
市
妄
培
、
死
紐
之
名
、
何
掛
里
甲
、
逃
亡
之
戸
、
坂
累
親
人
、
此
甲
人
多
以
額
足
市
不
報
、
彼
甲
戸
少
以
丁
依
而
担

添、

編
審
の
さ
い
、
斉
役
や
里
長
は
、
甲
長
な
ど
の
査
定
を
寅
際
に
貼
験
す
る
こ
と
も
な
く
報
告
し
、
「
富
豪
」
た
ち
は
賄
賂
を
お
く
つ
て
丁
敷
を

ご
ま
か
す
。
そ
の
し
わ
ょ
せ
は
貧
戸
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
里
甲
の
人
丁
数
査
定
は
極
め
て
ず
さ
ん
で
あ
っ
て
、
定
額
に
足
り
て
い

る
場
合
は
そ
れ
以
上
の
人
丁
数
が
賓
在
し
て
い
て
も
報
告
せ
ず
、
逆
に
定
額
に
足
り
な
い
場
合
は
人
丁
を
握
造
す
る
の
で
あ
る
。

三
則
別
籍
影
射
之
弊
、
済
寧
五
方
雑
鹿
之
直
、
大
半
外
方
人
民
、
在
州
置
産
立
戸
、
叉
隣
境
之
民
興
済
寧
二
衛
屯
軍
買
済
之
地
住
済
之
房
者

甚
多
、
皆
稽
不
係
本
州
之
人
丁
、
在
原
籍
不
麿
雨
露
首
差
、
而
好
猪
之
徒
、
因
而
托
名
影
射
、
此
γ

窮
丁
虚
丁
所
以
盆
多
也
、

済
寧
は
運
河
ぞ
い
に
あ
っ
て
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
他
州
牒
や
他
省
に
本
籍
を
も
っ
者
が
こ
こ
に
集
ま
り
、
土
地
を
買
い
家
を
か
ま
え
る
。
彼

ら
は
本
籍
が
済
寧
に
は
な
い
こ
と
を
ロ
買
に
丁
銀
を
負
捲
せ
ず
、
ま
た
本
籍
地
で
は
済
寧
で
納
入
し
て
い
る
と
偽
っ
て
負
携
を
の
が
れ
て
い
る
。

四
則
濫
官
優
克
之
弊
、
郷
紳
奉
貢
生
員
、
例
得
優
菟
本
身
、
若
雑
項
職
員
武
生
兵
排
街
役
各
項
名
色
、
全
書
未
載
、
今
皆
一
概
濫
克
実
、
叉

先
聖
先
賢
各
廟
、
原
有
酒
掃
之
戸
、
鷹
克
徴
丁
、
而
好
猪
之
民
、
勾
逼
作
弊
、
亦
托
名
聖
府
及
顔
曾
仲
孟
各
荘
頭
門
下
、
偲
充
廟
戸
、

冒
克

丁
差
、
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同

・

郷
紳
な
ど
は
本
身
の
丁
銀
負
携
を
克
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
横
寧
で
は
賦
役
全
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
優
菟
さ
れ
て
い
る
し
、
廟
戸

の
特
権
を
利
用
し
て
丁
銀
負
捨
を
の
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
康
照
責
鯨
志
、
品
位
八
喜
文
、
李
蕃
「
責
蘇
均
各
序
」
に
、

唱

i
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責
人
調
地
狭
、
有
以
一
二
畝
而
納
丁
者
、
有
以
一
二
分
而
上
丁
者
、
又
有
無
立
錐
地
而
上
丁
者
甚
衆
、

差
之
地
無
幾
、
市
借
魚
毎
一
丁
作
地
伍
畝
入
涯
、

と
あ
り
、
優
菟
則
例
の
濫
用
の
結
果
、

数
年
以
前
、
優
克
之
法
濫
設
、
致
行

土
地
に
課
せ
ら
れ
る
差
絡
ま
で
も
一
丁
五
畝
の
割
合
で
人
丁
が
負
鎗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
無
地

之
丁
」

の
異
常
な
増
大
は

地
主
的
土
地
所
有
の
綴
大
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
れ
に
編
審
の
不
公

卒
が
加
わ
っ
て
、
人
民
の
負
措
は
過
重
な
も
の
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
買
在
の
人
丁
数
と
質
際
に
丁
銀
を
負

そ
の
聞
に
種
々
の
ご
ま
か
し
が
行
わ
れ
て
い
た
事
買
で
あ
る
。

握
、
あ
る
い
は
個
別
人
身
支
配
の
表
現
と
し
て
評
債
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

携
す
る
人
丁
数
と
が
か
け
は
な
れ
、

一
般
に
丁
銀
科
振
は
王
朝
権
力
の
人
民
掌

そ
の
質
態
は
以
上
に
み
た
と
お
り
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
州
鯨
段

階
で
の
統
計
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
整
然
と
な
ら
ぶ
嘗
差
人
丁
数
に
毎
丁
若
干
の
丁
銀
が
科
涙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
机
上

の
計
算
で
あ
っ
て
、
在
地
で
は
こ
の
原
則
か
ら
全
く
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
わ
れ
わ
れ
は
康
照
中
葉
に
お
け
る
山
東
の
賦
役
里
甲
制
が
い
か
な
る
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
か
を
概
観
し
た
。

そ
れ
は
一
言
で
い
え

-12-

ば
、
農
民
居
の
分
解
と
地
主
の
土
地
粂
併
に
よ
っ
て
、
従
来
の
里
甲
制
に
よ
る
牧
奪
が
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

人
民
に
た
い
す
る
人
頭
税

(
丁
銀
)
も
、
逃
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、

全
成
丁
に
は
科
涙
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
結
果
貧
農
に
た
い
す
る
牧
奪
が
ま
す

ま
す
過
酷
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同

順
治
末
以
来
、
筆
中
・
華
南
に
お
い
て
も
同
様
の
朕
況
が
す
で
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
戸
科
給
事
中
桐
径
の
疏
に
も
み
え
て
い
る
。
江
南
地

域
で
は
こ
う
し
た
事
態
に
た
い
し
て
、
均
田
均
役
法
を
質
施
し
、
里
甲
を
戸
数
で
は
な
し
に
自
然
村
落
ご
と
に
、
畝
数
に
よ
っ
て
直
分
し
、
各

同

役
の
均
等
化
を
は
か
る
一
方
、
明
末
以
来
す
で
に
貫
施
さ
れ
て
い
た
丁
銀
科
振
の
方
法
|
「
以
田
(
糧
〉
載
丁
」

l
が
贋
は
ん
に
採
用
さ
れ
た

の
で
あ
旬
。
こ
の
方
法
は
州
懸
の
土
地
総
額
(
ま
た
は
田
賦
総
額
)
を
丁
数
で
除
し
、
田
若
干
、

糧
若
干
ご
と
に
一
丁
分
の
丁
銀
を
負
指
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
江
南
に
お
け
る
政
策
と
同
一
の
も
の
が
地
方
の
州
鯨
官
た
ち
に
よ
っ
て
、

山
東
に
お
い
て
も
賓
施
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
山
東
で
の



改
革
を
、
次
に
検
討
し
た
い
。

、

改
革
の
第
一
は
里
甲
制
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
地
方
官
た
ち
は
賦
役
の
徴
牧

・
科
涯
に
さ
い
し
て
、
種
々
の
弊
害
を
起
し
て
い
た

里
長
な
ど
を
底
止
し
、
自
封
投
植
を
奨
働
し
た
。
乾
隆
車
牒
志
巻
四
官
蹟
に
、

翠
亮
佐
、
字
亮
行
、
淑
江
秀
水
人
、
康
照
二
十
五
年
、
由
監
生
任
皐
鯨
知
鯨
、

革
里
長
坐
差
、
行
濠
皐
法
、
吏
民
詩
然
言
不
便
、

尭
佐
持
之

盆
堅
、
酌
定
傑
約
、
聴
民
自
催
自
納
、
正
賦
外
無
分
文
費
、

賦
早
完
、
民
乃
歓
然
、

同

と
あ
る
。
車
問
脚
で
は
州
鯨
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
坐
差
を
ふ
く
め
て
里
長
を
腰
止
し
て
い
る。

し
か
し
里
甲
制
の
混
蹴
の

一
つ
の
原
因
は
、
戸
数
編

成
原
則
に
よ
っ
て
自
然
村
落
を
分
断
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
荘
鎮
を
基
礎
に
里
甲
制
を
再
編
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
孫
元
衡

「
順
約
編

里
候
約
」

に
、

新
邑
蓄
分
正
徳
利
用
厚
生
永
寧
四
郷
、
郷
各
十
里
:
:
:
奮
例
毎
里
有
里
書
、
毎
甲
有
甲
長
、
今
奉
行
革
除
、
凡
里
書
之
事
、
開
併
郷
約
、

甲

長
之
事
、
掃
併
荘
頭
、
:
:
:
民
戸
分
鶏
四
路
、
共
四
十
約
、
郎
四
十
里
、
毎
路
貼
牧
役

一
名
、
上
競
出
串
、

各
照
限
期
、
自
封
投
橿
、

一
民

戸
比
簿
、
不
用
里
甲
、
完
絞
線
敷
、
卸
照
濠
箪
造
篤
花
名
畢
簿
、
'毎
里
一
本
、
車
内
毎
十
戸
篤
一
張
、
簿
内
亦
毎
十
戸
篤
牢
頁
、
凡
逢
比
之

目
、
郷
約
催
荘
頭
赴
比
、
荘
頭
催
単
頭
赴
比、

-:-13 -

と
あ
る
。
新
城
鯨
は
正
徳

・
利
用
・
厚
生
・
永
寧
の
四
郷
に
分
か
れ
て
い
た
が
、

同

に
設
け
ら
れ
て
い
た
郷
約
、
荘
鎮
の
荘
頭
に
、
そ
れ
ぞ
れ
里
書
・
甲
長
の
任
務
を
分
携
さ
せ
、

」
れ
を
路
に
改
め
、
路
に
は
牧
役
一
名
を
設
け
、

四
十
の
約

納
税
戸
は
濠
草
法
に
よ
っ
て
十
戸
を
一

グ
ル
ー

プ
と
し
、
各
グ
ル
ー
プ
に
車
頭
を
設
け
る
。
か
く
し
て
、
牧
役
!
郷
約
1
荘
頭
l
車
頭
と
い
う
新
し
い
系
列
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
乾
隆

臨
清
直
隷
州
志
巻
三
回
賦
、
圃
里
に
、
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勝
四
郷
地
敵
按
路
分
里
、
挨
荘
定
甲
、

悉
照
奮
制
、
地
蹄
本
荘
、
各
立
催
頭
、
承
催
本
荘
銭
糧
、
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と
あ
り
、
里
甲
を
自
然
村
落
に
よ
っ
て
再
編
成
し
、
土
地
は
坐
落
す
る
荘
に
蹄
し
、

各
荘
に
設
け
ら
れ
た
催
頭
(
荘
頭
〉
は
そ
の
荘
の
銭
糧
の

み
を
承
催
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
を
戸
数
に
よ
る
里
甲
で
分
断
せ
ず
、
自
然
村
落
の
機
構
を
利
用
し
、

理
化
を
は
か
る
も
の
で
怠
る
。
郎
顧
園
「
清
地
均
里
記
」
に
も
、

田
賦
徴
牧
の
合

於
是
以
田
所
坐
落
之
村
、
方
易
篤
東
西
南
北
之
名
色
、
因
此
立
保
、
不
動
地
蹄
里
、

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
戸
数
編
成
原
則
を
否
定
し
、
自
然
村
落
を
基
礎
に
新
し
く
、
里
甲
制
を
再
編
成
し
て
も
、
銭
糧
を
納
入
す

る
荘
と
土
地
の
坐
落
す
る
荘
と
が
分
離
し
て
い
れ
ば
、
問
題
は
解
決
し
な
い
。
そ
こ
で
、
銭
糧
は
土
地
所
有
者
の
住
む
荘
で
納
入
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。
孫
元
衡
「
順
約
編
里
篠
約
」
に
、

銭
糧
既
蹄
各
荘
、
不
論
地
在
何
庭
、
止
以
人
民
居
枇
信
用
定
、
:
:
:
不
許
担
橋
地
在
別
荘
、
互
相
推
誘
、

同

と
あ
り
、
別
の
荘
に
土
地
が
あ
る
こ
と
を
口
買
に
納
入
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
し
た
。
臭
樫
「
過
割
議
L

に、

- 14一

余
於
康
照
三
十
五
年
編
審
時
、
幣
清
地
敵
、
設
立
二
期
、
一
日
地
畝
坐
落
班
、
刊
費
自
報
供
単
、
令
花
戸
将
本
名
下
地
畝
四
至
篠
段
等
則
数

回
坐
落
地
方
村
班
、

逐

一
一
族
質
填
車
、
間
報
会
湾
、
按
地
方
撮
蹄
一
虚
編
造
、
:
:
:
四
郷
地
方
共
一
百
有
二
、
即
就
地
方
分
彊
萱
界
、
以
地

方
代
里
、
以
荘
代
甲
、
計
各
村
荘
而
成
一
地
方
之
総
、
計
各
地
方
而
成
一
郷
之
線
、
計
四
郷
而
成
一
州
之
線
、
:
:
:
有
典
貰
者
、
倶
於
地
段
下
、

註
明
過
糧
、
而
坐
落
永
無
移
易
、
人
口
有
遷
徒
、
市
地
畝
無
遁
徒
、
:
:
:
一
日
丁
戸
居
祉
姉
、
用
液
単
催
徴
之
法
、
按
照
人
戸
居
祉
編
源
、

産
多
者
、
雄
各
郷
倶
有
地
畝
、
而
銭
糧
組
蹄
一
戸
名
下
職
納
、
:
:
:
査
地
畝
坐
落
加
、
則
知
地
段
之
所
属
、
査
居
祉
加
、
則
知
銭
糧
之
所
在
、

と
あ
る
。
康
照
三
十
五
年
に
お
け
る
呉
樫
の
改
革
は
、
ま
ず
納
税
戸
に
自
分
の
所
有
す
る
土
地
の
四
至
、
数
目
、
所
在
地
な
ど
を
記
入
し
た
申

告
書
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
従
来
の
里
甲
を
用
い
ず
に
、
荘

・
地
方
・
郷
ご
と
に
土
地
直
劃
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば

各
村
荘
ご
と
に
土
地
所
有
者
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
徴
牧
の
場
合
は
、
所
有
地

同

が
数
郷
に
分
散
し
よ
う
と
も
、
全
て
一
括
し
て
現
住
地
で
納
入
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

土
地
が
里
甲
に
分
散
す
る
こ
と
も
な
く
、

以
上
の
ベ
た
よ
う
な
自
然
村
落
を
基
礎
と
し
た
新
し
い
里
甲
の
編
成
法
は

一
般
に
順
荘
編
里
法
と
い
わ
れ
、

議
正
六
年
に
全
国
的
に
貫



同

施
さ
れ
た
。

改
革
の
第
二
は
丁
銀
科
援
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
果
樫
「
編
審
議
」
上
に
、

今
日
之
丁
、
不
能
人
人
壷
編
、
然
必
家
有
地
畝
、

始
編
其
丁
、
使
丁
繋
於
地
、
地
出
丁
銀
、
無
逃
亡
代
賠
之
弊
、
亦
克
貧
民
偏
累
之
苦
、
若

不
問
有
産
無
産
、
是
人
皆
征
、
大
失
朝
廷
寛
大
之
徳
失
、

と
あ
る
。
今
日
で
は
全
て
の
成
丁
に
丁
銀
を
科
波
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
土
地
を
も
た
ぬ
人
丁
が
あ
ま
り
に
も
多
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
土
地
を
所
有
す
る
戸
の
人
丁
に
の
み
丁
銀
を
科
汲
し
、
寅
質
的
に
土
地
が
丁
銀
を
負
推
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
逃
亡
人
丁
の
代

賠
と
い
づ
こ
と
も
な
く
な
る
。
も
し
有
産
・
無
産
を
問
わ
ず
に
全
成
丁
に
丁
銀
を
科
汲
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
朝
廷
の
寛
大
な
徳
を
失
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
英
橿
は
土
地
所
有
者
の
人
丁
に
丁
銀
を
科
渡
す
べ
き
だ
い
う
。
彼
は
ま
た
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

如
江
新
地
方
、
人
丁
有
従
地
起
者
、
有
地
有
丁
、
無
地
無
丁
、
地
多
者
丁
多
、
地
少
者
T
少
、
憲
一
均
卒
、
可
以
歴
久
不
祭
、

:
:
:
照
売
属

惟
曹
州
車
牒
、
係
照
地
編
丁
、
但
雨
慮
丁
銀
軽
、
地
数
多
、
毎
畝
難
波
、
不
及
一
輩
、
而
済
寧
丁
銀
既
重
、
地
数
叉
少
、
若
終
了
銀
波
入
地

糧
之
内
、
毎
畝
至
五
六
萱
之
多
、
雄
菟
窮
丁
之
累
、
而
地
糧
過
重
、

P
D
 

す
な
わ
ち
、
江
漸
地
方
で
は
丁
銀
を
土
地
面
積
に
し
た
が

っ
て
科
涯
し
て
い
て
、
土
地
を
有
す
る
者
に
の
み
丁
銀
負
措
の
義
務
が
あ
り
、
ま
た

土
地
所
有
の
多
寡
に
よ
っ
て
丁
銀
負
捻
が
増
減
す
る
。
こ
の
方
法
が
「
以
田
載
丁
」
と
か

「
丁
従
地
起
」
と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
が
、
山
東
に
お
い
て
も
、

曹
州
や
軍
属
で
は
「
照
地
編
丁
ー
」
、
つ
ま
り
土
地
に
た
い
し
て
丁
銀
を
科
涯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

呉
樫
に
よ
れ
ぼ
、
こ
の
州
蘇
で
か
か
る
方
法
が
採
用
で
き
る
の
は
、
丁
銀
が
軽
く
、
そ
の
わ
り
に
土
地
が
多
い
か
ら、

丁
銀
を
土
地
税
に
く
り

こ
ん
で
も
、
毎
畝
一
麓
ほ
ど
の
附
加
税
で
す
む
か
ら
で
、
済
寧
州
だ
と
毎
畝
五
・

六
麓
の

附
加
税
と
な
り
、

土
地
の
負
捨
過
重
に
な
る
と
い

う
。
狭
郷
と
寛
郷
で
は
、
土
地
税
に
丁
銀
を
く
り
こ
む
と
い
っ
て
も
、
毎
畝
の
負
捲
額
に
相
首
の
格
差
が
生
ま
い
れ
、
農
業
生
産
力
の
低
い
山
東
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で
は
、
土
地
負
携
の
増
大
に
た
い
す
る
反
射
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

今
余
初
審
人
丁
、
而
以
有
地
畝
者
篤
準
、
:
:
・
偏
歴
各
郷
、
逐
戸
親
審
、

必
験
其
年
過
十
六
以
上
家
有
恒
産
貫
名
貫
丁
、
乃
編
名
入
加
、
:
・
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-:凡
人
州
版
籍
買
州
地
畝
段
貫
之
家
、
倶
按
戸
一
例
編
丁
、
於
是
虚
培
担
減
飛
酒
花
分
自
国
名
跳
甲
種
種
弊
曲
賞
、
悉
無
所
施
、

狭
郷
の
済
寧
州
で
は
土
地
を
所
有
す
る
戸
の
人
丁
に
の
み
丁
銀
を
科
汲
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

之
丁
」
の
丁
銀
負
捨
は
除
か
れ
、
ま
た
里
甲
制
を
利
用
し
た
種
々
の
納
税
忌
避
も
防
止
で
き
る
と
い
う。

済
寧
州
の
よ
う
に
有
地

・
無
地
を
匿
別
し
て
丁
銀
負
措
を
考
慮
す
る
方
法
は
、
明
末
以
来
の
「
不
分
等
則
一
例
人
丁
」
化

l
「
有
地
・

無

地
、
地
の
多
寡
の
別
な
し
」
|
の
方
向
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
系
譜
的
に
は
た
と
え
ば
、章
丘
牒
の
よ
う
に
康
照
二
十
五
年
に
な
っ
て

闘

も
有
地
人
丁
と
無
地
人
丁
の
格
差
を
堅
持
し
て
い
た
も
の
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
う
る
。

「無
地

と
こ
ろ
で
済
寧
州
の
方
法
は
土
地
を
所
有
す
る
戸
の
人
丁
に
か
ぎ
る
と
は
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
人
頭
税
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

曹
州
、
車
牒
の
例
と
は
根
本
的
な
差
違
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
済
寧
の
改
革
は
、
里
甲
制
の
再
編
成
と
結
び
つ
い
て
、

者
に
た
い
す
る
牧
奪
を
強
化
す
る
政
策
で
あ
り
、
全
成
丁
に
丁
銀
を
科
汲
す
る
と
い
う
王
朝
権
力
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
た
こ
と
は
承
認

土
地
所
有

さ
て
、

丁
銀
科
涯
を
め
ぐ
る
改
革
に
か
ん
し
て
、
曹
州

・
車
鯨

・
済
寧
州
の
例
と
は
全
く
こ
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
斉
東
鯨
を
と
り
あ
げ
て

no 
句止

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

お
こ
う
。
康
回
一
斉
東
豚
志
巻
三
田
賦
に

(
康
照
〉
拾
参
年
分
、
夏
税
銀
参
高
難
干
高
百
態
拾
参
雨
捌
銭
伍
分
壷
遊
玖
一
宅
豪
州
萱
認
決
徴
萱
織
伍
沙
試
塵
、
制
一
割
一酬問
一
…
船
…
矧
柴
:
:
・
姶

、
内
有
新
櫓
人
了
銀
武

柴
年
分
、
夏
税
銀
参
高
感
千
慰
百
態
拾
玖
雨
玖
銭
玖
分
萱
麓
玖
一
宅
託
統
壷
忽
梁
微
壷
繊
伍
沙
試
塵
百
陸
雨
宣
銭
萱
分
:
・:・
司
拾
試
年
分
、

、
内
有
新
槍
人
丁
銀
萱
百

夏
税
銀
参
高
擦
千
陸
百
商
伍
銭
伍
分
壷
盗
玖
喜
一
乱
赫
萱
忽
萱
徽
章
織
伍
沙
試
塵
騨
拾
騨
商
業
銭
陸
分

と
あ
る
。
同
牒
志
巻
三
戸
口

に
よ
る
と
康
照
十
一
年
か
ら
二
十
年
ま
で
に
新
増
し
た
人
丁
数
は
一
九
一
九
丁
で
あ
る
。
膏
東
鯨
は
順
治
四
年
に

一
例
人
丁
、
毎
丁
銀
二
銭
二
分
と
な
っ

て
い
る
か
ら
、
そ
の
割
合
で
計
算
す
る
と
新
増
の
丁
銀
は
四
二
二
南
一
銭
八
分
と
な
る
。
こ
の
額
は
康

照
十
三
年
、
十
七
年
、
二
十
二
年
の
夏
税
銀
に
加
え
ら
れ
て
い
る
新
靖
人
丁
銀
の
合
計
四
二
二
雨
一
銭
五
分
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
。
と
い
う

こ
と
は
、
康
照
十
一
年
以
降
に
増
加
し
た
人
丁
に
科
涯
す
べ
き
丁
銀
が
全
て
夏
税
銀
の
う
ち
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で



あ
る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
方
法
は
第
一
に
新
増
人
丁
銀
の
み
で
あ
る
と
は
い
え
、
丁
銀
の
地
銀
へ
の
く
り
こ
み
が
な
さ
れ
て
い
る
黙
に
お
い
て、

第

二
に
五
年
に
一
度
の
編
審
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
る
新
靖
人
丁
は
丁
銀
負
措
と
は
な
ん
ら
関
係
が
な
く
、
康
照
十
一
年
以
来
、
融
問
東
牒
の
丁
銀
負

措
人
丁
教
は
一
‘高
三
千
儀
丁
に
固
定
さ
れ
て
い
る
貼
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
人
丁
数
の
固
定
化
は
康
照
五
十
二
年
に
全
園
的
に
貫
施

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
四
十
年
も
早
く
宵
東
蘇
で
試
み
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
嘗
差
人
丁
敷
が
賞
在
す
る
人
丁
数
よ
り

も
少
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
丁
銀
総
額
二
千
八
百
徐
雨
は
い
か
な
る
酎
象
に
科
涙
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
こ
で
臭
樫
の
い
う
「
各
甲

の
奮
額
を
拘
定
す
る
」
と
い
う
事
買
を
も
と
に
推
察
す
れ
ば
、

里
甲
の
定
額
は
嬰
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
固
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
丁
の
増
減
が
あ
っ
て
も
里
甲
の
丁
銀
負
措
に
は
全
く
関
係
が
な
い
。

そ
の
上
で
な
お
か
つ
新
増
人
丁
が
で
て
く
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
夏
税
銀
に
く
り
こ
む
こ
と
に
し
て
い
た
と
思
h
れ
る
。

山
東
に
お
け
る
丁
銀
科
振
の
貧
態
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
全
成
丁
に
科
汲
す
る
と
い
う
原
則
を
否
定
し
、
土
地
所
有
者
の
人
丁
に
の
み

限
る
と
か
、
土
地
面
積
に
照
し
て
科
涙
し
て
地
銀
の
附
加
分
に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
人
丁
数
を
固
定
し
、
定
額
の
人
丁
数
を
各
里
甲
に
わ
り

こ
の
丁
銀
総
額
を
康
照
十

一
年
に
里
甲
に
わ
り
あ
て
た
額
に
照
し
て
科
涯
し
、

弓

d

あ
て
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

編
審
の
不
公
卒
・
里
書
の
舞
弊
と
い
わ
れ
る
事
責
は
貧
農
層
の
負
携
を
一
胃
腸
過
重
な
も
の
に
し
て
お
り
、

原
則
ど
お
り
に
科
涯
す
れ
ば
、
逃

亡
を
激
化
し
、

ひ
い
て
は
農
民
の
叛
蹴
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
朝
廷
の
徳
を
失
す
」
と
は
、
ま
さ
に
か
か
る
事
態
の
準
行

に
直
面
し
た
官
僚
の
危
機
感
よ
り
費
し
た
こ
と
ば
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
丁
銀
総
額
を
減
少
す
る
こ
と
な
く
、
土
地
所
有
者
の
負
措
に
轄
化

す
る
な
ど
し
て
、
帳
簿
上
の
つ
じ
つ
ま
を
あ
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
曾
血
ハ
に
よ
れ
ば
、
山
東
の
人
丁
教
は
、
順
治
十
八
年
に
一
七
六
蔦
丁
で

同

あ
っ
た
が
、
康
照
二
十
四
年
に
は
一
一
一

一
高
丁
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
賓
際
は
こ
れ
を
さ
ら
に
上
ま
わ
る
人
口
増
加
が
み
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
盛
世
滋
生
人
丁
の
設
定
も
以
上
の
事
貧
を
も
と
に
す
る
と
、
決
し
て
王
朝
の
恩
恵
な
ど
で
は
な
く
、
王
朝
権
力
の
人
民
掌
握
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が
全
く
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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第
三
の
改
革
は
残
存
し
て
い
る
各
役
第
働
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
山
東
に
お
け
る
各
役
は
漕
運
と
河
工
関
係

の
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
質
質
的
な
繕
役
科
涙
で
あ
っ
た
漕
運
に
闘
す
る
負
措
は
、
一
年
間
に
か
ぎ
っ
て
折
色
を
許
可
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て

一
時
的
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
康
照
済
寧
州
志
巻
九
童
文
に
、

掌
山
西
道
事
雲
南
道
監
察
御
史
加
一
級
臣
賞
敬
磯
謹
題
、
魚
折
米
宜
畑
時
値
以
菟
民
困
事
、
:
:
:
又
有
臣
郷
臨
徳
二
倉
米
姿
折
銀
一
時
、
前

按
山
東
巡
撫
劉
芳
問
題
明
改
折
倉
糧
一
疏
部
議
、
臨
徳
二
倉
、
係
運
軍
行
目
等
項
之
用
、
今
積
貯
米
姿
、
僅
足
一
年
支
放
、
慮
賂
八
年
分
毎

米
一
石
銀
一
雨
、
毎
褒
一
石
銀
一
雨
一
銭
、
徴
完
解
部
、
此
蓋
畑
順
治
十
七
年
之
例
也
、
査
順
治
十
七
年
米
褒
之
債
向
貴
、
輿
時
値
不
甚
懸

殊
、
及
康
照
三
年
、
復
折
一
次
、
民
之
苦
累
、
己
不
堪
言
、
況
今
歳
米
褒
之
償
、
毎
石
不
過
三
銭
、
是
寅
三
四
石
之
本
色
、
方
得
完
一
石
之

折
色
、

と
あ
り
、
山
東
で
は
順
治
十
七
年
、
康
照
三
年
、
同
八
年
に
す
で
に
折
色
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
敬
磯
の
上
奏
文
に
も
う
か
が
え
る

よ
う
に
、
穀
物
市
場
が
極
め
て
不
安
定
で
あ
れ
ば
、
か
え
っ
て
負
措
過
重
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
官
牧
官
解
の
原
則
も
あ
っ
て

「
永
折
米
褒
」

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
貨
幣
の
流
通
が
盛
ん
に
な
り
、
商
品
流
通
機
構
が
整
備
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
人
民
は
官
牧
官
解
の
原
則

と
は
こ
と
な
っ
た
方
法
を
用
い
て
負
措
の
軽
減
を
は
か
っ
て
い
た
。
唐
古
伊
賓
「
簿
倒
庖
言
」
に
、
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向
歳
臨
清
徳
州
等
倉
、
因
足
支
一
年
之
用
、
毎
石
栗
米
骨
折
至
一
雨
失
、
後
叉
曾
折
至
八
銭
失
、
此
己
行
之
例
失
、
若
夫
採
買
公
則
商
買
自

集
、
不
患
粟
米
之
不
至
也
、
:
:
:
山
東
臨
清
徳
州
倉
米
及
水
次
倉
漕
米
、
皆
粟
米
也
、

名
雄
征
本
解
本
、
然
去
倉
近
者
一
一
一
里
、
遠
者
五
六

百
里
、
其
寅
民
間
協
銀
而
往
摺
者
、
嘗
十
之
八
九
、
不
出
一
月
之
内
、
市
数
高
石
之
米
交
納
無
級
品
矢
、

と
あ
り
、
倉
に
近
い
と
こ
ろ
で
穀
物
商
人
の
手
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
粟
米
を
購
入
し
て
納
入
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

保
件
の
も
と
に
、
康
照
二
十
四
年
に
、
巡
撫
張
鵬
は
、
臨
清
・
諸
問
寧
の
運
河
に
近
い
州
廓
は
従
来
ど
お
り
本
色
を
徴
牧
す
る
が
、
そ
の
他
の
州

牒
の
臨
清
倉
へ
の
米
菱
を
折
色
に
改
め
、
。
ま
た
巡
撫
鏡
珪
も
同
二
十
六
年
に
徳
州
倉
の
米
褒
を
各
州
鯨
の
兵
前
に
き
り
か
え
、
本
色
の
轍
迭
を

同

底
止
し
た
。



つ
ぎ
に
、
河
工
に
か
ん
す
る
各
役
で
あ
る
が
、
皇
朝
文
献
逼
考
巻
二
十
二
職
役
考
に
、

(
康
照
)
二
十
九
年
、
:
:
:
叉
徴
余
波
河
夫
工
銀
、
令
州
蘇
雇
夫
麿
役
、
河
道
組
督
王
新
命
山
東
巡
撫
傍
倫
合
疏
言
、
前
以
泊
河
州
鯨
余
夫

苦
累
、
終
額
編
工
食
銀
雨
徴
解
‘

令
河
員
募
夫
鷹
役
、
但
非
地
方
官
専
司
雇
夫
、
恐
致
逃
散
、
請
令
州
鯨
雇
夫
解
交
、
下
工
部
議
、
従
之
、

と
あ
り
、
康
照
二
十
九
年
以
前
ま
で
に
す
で
に
河
夫
工
食
を
支
給
さ
れ
る
雇
役
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
在
地
で
は
各
役
科
涯
は
消

滅
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
康
照
金
郷
鯨
志
巻
三
賦
役
に
、

査
余
貼
之
役
、
毎
年
以
地
多
者
貼
頭
、
地
少
者
封
筒
貼
其
問
、
避
重
就
軽
、
:
:
:
障
於
康
照
三
十
三
年
間
、
援
闇
邑
紳
士
張
震
等
、
以
請
定
均

各
之
法
、
健
募
河
夫
、
以
匙
民
困
事
具
星
、
請
照
隣
邑
之
例
、
詳
明
各
憲
、
改
震
官
催
、
初
行
之
一
年
、

奉
前
撫
憲
李
恐
有
額
外
科
涯
、
初

令
照
奮
食
貼
、
及
康
照
三
十
八
年
間
、
復
闇
邑
生
員
劉
允
酒
等
、
以
河
夫
余
貼
苦
累
己
極
、
乞
天
召
募
以
岨
民
国
事
具
星
、
布
政
司
批
筒
、

査
議
評
允
官
催
、
永
菟
余
勲
、
以
闇
邑
行
糧
地
内
波
徴
、
毎
畝
波
銭
三
文
、
遇
大
桃
之
年
、
毎
畝
涯
三
文
六
輩
、
按
数
徴
枚
、
給
量
各
夫
、

と
あ
り
、
隣
邑
(
曹
州
〉
で
は
雇
募
に
な

っ
て
い
る
の
に
金
郷
牒
で
は
康
照
三
十
八
年
ま
で
河
夫
の
篠
役
が
残
存
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
に
生

員
の
要
求
に
よ
っ
て
鏡
納
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
里
甲
に
均
渡
す
る
方
法
を
用
い
ず
に
、
土
地
面
積
を
基
準
に
科
振
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
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。
最
後
に
名
目
的
に
残
存
し
て
い
た
班
匠
銀
の
地
銀
へ
の
く
り
こ
み
を
検
討
し
て
お
く
。
班
匠
銀
と
は
皇
朝
文
献
逼
考
巻
二
十
一
職
役
考
に
、

(
順
治
)
十
五
年
、
令
直
省
匠
債
仰
照
経
制
徴
解
、
工
部
等
街
門
奏
言
、
按
経
制
所
載、

遇
有
大
工
、
直
隷
各
省
徴
諸
匠
役
、
解
赴
京
師
、

毎
年
春
秋
更
換
、
後
匠
役
屡
解
屡
逃
、
因
而
折
工
債
解
部
、
於
順
治
二
年
、
奉
旨
除
克
匠
債
、
今
臣
部
工
程
向
繁
、
需
用
不
賞
、
雁
賂
匠
債

仰
経
制
徴
解
、
従
之
、

と
あ
り
、
工
部
な
ど
の
土
木
工
事
に
か
り
だ
さ
れ
る
匠
役
の
各
役
銀
で
あ
り
、
順
治
二
年
に
克
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
十
五
年
に
い
た
り
、

同

び
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
果
樫
「
雑
税
論
」
に
、

ふ
た
た
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額
外
之
徴
六
、
日
課
程
、
日
牙
雑
税
、
日
牛
腫
抽
税
、
日
班
匠
、

国
税
一
契
、
日
嘗
税
、
:
:
:
至
若
班
匠
一
項
、
但
有
底
解
之
額
、
賞
無
可
徴
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鞭
之
内
、
毎
畝
所
培
、

之
人
、

:
:
:
額
解
班
匠
、
六
十
四
雨
有
奇
、
:
:
:
縞
惟
今
無
匠
籍
民
籍
之
分
、
要
之
皆
民
籍
、
既
徴
丁
銀
、
似
宜
諮
除
班
匠
、
否
則
汲
入
篠

不
遇
砂
漠
之
数
、
於
園
課
無
損
、
而
貧
婆
有
済
、

と
あ
り
、
匠
籍
の
、消
滅
し
た
清
代
に
お
い
て
は
班
匠
銀
を
科
汲
す
べ
き
封
象
が
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

果
樫
は
班
匠
銀
を
底
止
す
る

か
、
さ
も
な
く
ば
地
銀
の
中
に
く
り
こ
む
べ
き
だ
と
す
る
が
、
地
銀
へ
の
灘
入
は
康
照
四
十
一
年
に
い
た

っ
て
行
わ
れ
た
哨
こ
れ
は
中
央
政
府

同

同

公
認
の
も
と
で
寅
施
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
地
丁
併
徴
の
先
騒
的
事
例
と
し
て
評
債
さ
れ
て
い
る
。
山
東
全
省
で
四
予
南
で
あ
る
か
ら
、
土

地
の
負
措
増
加
と
い

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
問
題
に
は
な
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は

一
貫
し
た
傾
向
が
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

奪
に
お
け
る
貨
幣
納
化
と
土
地
重
視
へ
の
輔
換
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
貨
幣
経
済
の
進
展
と
地
主
制
の
琵
展
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
レ
う

以
上
、
康
照
中
葉
以
来
の
諸
改
革
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が

つ
ま
り
賦
役
牧

ま
で
も
な
い
。
盛
世
滋
生
人
丁
の
設
定
も
地
丁
併
徴
の
改
革
も
、

か
か
る
僚
件
に
針
醸
し
た
在
地
で
の
諸
改
革
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
質
施

制

山
東
に
お
い
て
地
丁
併
徴
が
買
施
さ
れ
た
の
は
薙
正
四
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
全
省
の
丁
銀
総
額
を
地
銀
組
額
で
除
し
、
地
銀
一
雨
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さ
れ
え
た
の
で
あ

っ
た。

ご
と
に
丁
銀
一
銭
一
分
五
麓
を
附
加
す
る
。
こ
の
場
合
、

民
丁
と
屯
丁
は
合
併
さ
れ
て
民
団

・
屯
街
地
に
賦
課
さ
れ
、
竃
丁
の
み
濁
立
し
て
龍

地
に
賦
課
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
地
銀
附
加
分
は
一
律
化
さ
れ
る
が
、
土
地
の
多
い
州
牒
で
は
従
来
の
地
銀
・
丁
銀
綿
額
よ
り
も
増
加
す

同

荷
禅
師
脚
の
場
合
、
従
来
よ
り
も
一
五
三
三
雨
徐
の
増
加
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
地
銀
一
雨

る
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

ご
と
に

一
銭
一
分
五
麓
を
附
加
し
、
毎
畝
の
附
加
銀
は
不
明
な
の
だ
が
、

調円河
豚
の
場
合
の
計
算
に
よ
る
と
、
毎
畝
五
麓
九
一隼
徐
の
増
加
に
な

同

る
と
い
う
。
臭
樫
は
毎
畝
五
・
六
鐙
の
負
倍
増
加
は
土
地
に
と

っ
て
過
重
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
宵
河
豚
で
は
地
丁
併
徴

に
よ
っ
て
土
地
の
負
捲
が
は
な
は
だ
重
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
州
鯨
に
よ
っ
て
、
ま
た
地
則
に
よ
っ
て
同
じ
一
畝
の
土

レ地
わ i で
.しも
む
れ I 税
ば額

』ま

と
?ι 
る
台、

ら

こ
の
こ
と
か
ら
全
省
的
な
傾
向
と
し
て
断
定
で
き
な
い
が
、
少
く
と
も
南
河
豚
の
場
合
は
、
臭
橿
を
し
て

「窮
丁
の
累
を
克
る
と
い
え
ど
も
、

而
る
に
地
糧
は
過
重
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
山
東
に
お



い
て
は
、
明
代
嘉
靖
年
聞
に
は
土
地
負
捲
の
過
重
を
主
な
理
由
と
し
て
一
候
鞭
法
に
よ
る
地
銀
の
成
立
に
か
ん
し
て
激
し
い
反
射
を
み
た
の
に

た
い
し
、
地
了
併
徴
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
反
封
意
見
が
起
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
竃
丁
に
つ
い
て
の
み
若
干
の
饗
更
が
あ
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。

遁
光
済
南
府
志
巻
三
十
七
宣
蹟
に
、

葬
鵠
、
字
卓
然
、
満
洲
鍾
黄
旗
人
、
:
:
:
(
薙
正
〉
三
年
三
月
擢
大
理
寺
卿
、
留
瞳
政
任
、
又
言
新
奉
特
恩
、
査
議
東
省
民
丁
擁
入
地
畝
徴

糧
、
竃
戸
亦
蹄
入
竃
地
、
以
康
皇
仁
、
但
東
省
竃
地
痔
簿
、
丁
多
地
少
、
若
以
六
千
絵
雨
丁
加
銀
八
千
除
南
地
糧
内
、
毎
雨
贋
加
七
銭
有

零
、
未
完
太
重
、
請
以
丁
銀
之
半
開
入
地
畝
、
何
以
其
牢
於
寅
在
地
丁
、
按
名
均
灘
、
則
賦
額
無
鉄
、
而
丁
糧
較
軽
、
下
部
議
、
如
所
請
、

従
之
、

と
あ
り
、
六
千
徐
雨
の
丁
銀
を
入
千
除
雨
の
地
銀
に
く
り
こ
む
と
土
地
の
負
捨
が
い
ち
じ
る
し
く
増
大
す
る
た
め
に
、
丁
銀
組
額
の
半
分
を
地

銀
に
く
り
こ
み
、
残
る
牢
分
を
地
と
丁
に
分
け
て
均
涙
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
竃
丁
の
丁
銀
に
か
ん
す
る
饗
更
が
唯
一
の
も
の
で
あ

薙
正
年
間
の
地
丁
併
徴
に
た
い
し
て
積
極
的
な
反
射
意
見
が
み
ら
れ
な
レ
の
に
は
、

伺
し
、
地
主
・
上
農
層
に
と
っ
て
土
地
の
負
措
増
加
が
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

農
業
生
産
力
が
よ
う
や
く
明
末
の
段
階
に
ま
で
回
復

-21-

る

お

わ

り

清
初
山
東
に
お
い
て
成
立
す
る
賦
役
制
は
、
現
物
納
、
賓
労
働
の
形
態
か
ら
す
で
に
貨
幣
納
の
段
階
に
到
達
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
農
業
生

産
力
の
低
下
と
商
品
流
通
の
停
滞
に
よ

っ
て
、
責
務
働
形
態
に
よ
る
各
役
科
涯
が
復
活
し
て
お
り
、
ま
た
全
成
丁
に
た
い
す
る
丁
銀
科
涯
の
原
則

も
貫
徹
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
王
朝
権
力
が
人
民
を
個
別
的
に
掌
握
せ
ん
と
す
る
鰻
制
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
康
照
年
聞

に
入
っ
て
、
貨
幣
経
済
が
進
展
し
、
地
主
制
が
い
ち
じ
る
し
く
鎖
大
す
る
に
し
た
が
い
、
土
地
粂
併
に
よ
る
「
無
地
之
丁
」
が
増
大
し
、
里
書
の

147 

舞
弊
が
加
わ
っ
て
パ彼
ら
の
負
携
が
過
重
に
な
る
と
、
農
民
の
逃
亡
が
激
化
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ま
た
逃
亡
人
丁
の
丁
銀
が
人
民
に
轄
嫁
さ
れ
る
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と
い
う
悪
循
環
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

地
方
官
た
ち
は
、

編
審
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
人
丁
に
遁
徒
あ
る
も
、

而
も
地
畝
に
遷
徒
な

し
」
と
い
う
観
黙
か
ら
土
地
に
た
い
す
る
賦
課
に
重
貼
を
お
く
政
策
を
質
行
し
た
。
里
甲
制
に
か
ん
す
る
順
荘
編
里
法
も
、
田
賦
徴
牧
に
お
け

る
改
革
も
、
ま
た
丁
銀
科
汲
に
た
い
す
る
改
革
も
、
そ
の
意
味
で
は
共
、通
の
基
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

各
役
に
つ
い
て
は
、
貨
幣

納
が
進
め
ら
れ
、
土
地
に
た
い
す
る
科
汲
に
き
り
か
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
明
中
期
以
来
の
賦
役
改
革
の
最
終
的
整
理
と
評
債
し
え
よ
う
。

こ
う
し
た
諸
改
革
は
二
つ
の
貼
で
注
目
さ
れ
る
。
第
一
は
江
南
に
お
け
る
改
革
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
嘗
時
に
お
い

て
、
す
で
に
華
北
と
華
中
・
華
南
の
賦
役
制
が
同
じ
よ
う
な
矛
盾
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
か
か
る
改
革
が
康
問

中
葉
少
く
と
も
二
十
年
代
以
降
か
ら
賞
施
さ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
康
照
末
・
薙
正
年
聞
に
い
た
っ
て
集
大
成
さ
れ
て
全
国
的
に
貫
施
さ
れ
て
い

る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
賦
役
制
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
、
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
全
園
的
規
模
で
願
在
化
し
、
清
朝
権
力
の
支
配
盤
制
の
再
編
成
が

日
程
に
の
ぼ
り
つ
つ
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
地
丁
併
徴
に
よ
っ
て
人
頭
税
が
底
止
さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
賦
役
制
改
革
の
過
程
を
検
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
賦
役
改
革
と

-22一

い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
政
治
編
成
の
過
程
で
あ
っ
て
、
問
題
は
む
し
ろ
そ
れ
を
お
し
す
す
め
た
矛
盾
の
具
盤
的
な
分
析
で
あ
る
。
そ
の
前
提

が
な
け
れ
ば
、
発
正
年
間
に
お
け
る
清
朝
擢
力
の
基
礎
構
造
の
基
本
的
特
質
は
解
明
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
賦
役
改
革
の
め
ざ
す
方
向
も
明

ら
か
に
は
し
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
稿
で
は
山
東
の
賦
役
改
革
と
下
部
構
造
に
お
け
る
矛
盾
の
展
開
過
程
と
の
有
機
的
な
連
関
を
分
析
し
き

れ
て
い
な
い
。
こ
の
課
題
は
別
の
機
舎
に
果
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註ω
鑑
宮
谷
英
夫
「
近
世
中
闘
に
お
け
る
賦
役
改
革
」
歴
史
評
論
一
の
二
、

三。ω
北
村
敬
直
「
諸
問
代
に
お
け
る
租
税
改
革
(
地
了
併
徴
〉
」
祉
曾
経
済
史

号
十
五
の
三
・
四
、
室
田
徳
「
『
地
丁
併
徴
』
の
歴
史
的
意
議
へ
の
一
一
腕

角
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
十
五
。

ω
清
代
の
里
甲
制
に
つ
い
て
は
山
田
秀
ニ
「
明
清
時
代
の
村
落
自
治
犯
つ

い
て
」
歴
史
察
研
究
ニ
の
三
・
五
・
六
、
和
田
清
編
「
支
那
地
方
自
治
護

逮
史
」
第
五
章
、
中
村
治
兵
衛
「
諸
問
代
に
お
け
る
地
方
政
治
の
一
考
察
」

歴
史
事
研
究
十
一
の
二
、
清
水
盛
光
「
支
那
一
世
曾
の
研
究
」
・
「
中
園
郷

村
枇
曾
論
」
な
ど
参
照
。

ω
世
組
賀
鎌
倉
十
三
、
順
治
二
年
正
月
己
丑
の
傑
。

ω
小
竹
文
夫
「
清
時
代
の
耕
地
開
墾
」
(
『
近
世
支
那
経
済
史
研
究
』
所

収)。
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帥
明
末
諸
問
初
に
お
け
る
山
東
の
農
民
叛
飢
に
つ
い
て
は
、
鄭
天
挺
・
孝
銭
等

編
輯
「
明
末
農
民
起
義
史
料
」
、
謝
国
検
編
「
清
初
農
民
超
義
輯
録
」
第

二
章
第
三
節
を
参
照
。

仰
祉
亭
文
集
所
収
。
孫
廷
鐙
(
高
暦
四
十
一
年
|
康
照
十
三
年
〉
。

ω
小
竹
氏
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
山
東
は
河
南
と
と
も
に
開
墾
が
い
ち
じ

る
し
く
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
。

削
松
本
善
海
「
清
代
に
於
け
る
繕
甲
制
の
創
立
」
東
方
皐
報
(
東
京
)
十

三
の
一
。

帥
光
緒
大
清
曾
曲
門
事
例
倉
一
五
七
戸
部
、
戸
口
、
編
審
。

ω
康
照
三
十
二
年
か
ら
三
十
七
年
ま
で
新
城
豚
知
豚
の
任
に
あ
っ
た
。

同
道
光
泰
安
田
肺
志
各
十
職
官
、
官
績
、
徐
盛
顕
の
係
。

ω
乾
隆
夏
津
鯨
志
省
二
郷
里
。
里
量
曹
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
宮
「
清
代
の
里

書
|
清
代
財
政
問
題
の

一
酌

1
L
東
洋
事
報
四
十
六
の
三
。

ω
江
南
で
は
里
香
と
里
長
と
は
職
責
を
こ
と
に
し
て
い
る
。
錫
金
議
小
録

省
一
に
、
「
亘
書
管
推
枚
過
割
、
皇
長
管
圏
内
銭
幅
四
」
と
あ
る
。

帥
孫
元
衡
「
順
約
編
里
傑
約
」
。

帥
坐
差
は
座
差
と
も
い
わ
れ
る
。
乾
隆
済
寧
直
毅
州
志
各
六
輿
地
五
、
賦

役
。
乾
隆
車
問
脚
志
昌
也
四
宮
師
士
山
、
覆
発
佐
の
傑
。

帥
康
照
都
卒
蘇
志
鼻
咽
一
郷
荘
。

ω
乾
隆
済
寧
直
毅
州
志
容
六
奥
地
五
、
賦
役
。

ω
康
照
郷
平
豚
志
袋
三
賦
役
。

側
康
照
禽
奥
谷
二
十
戸
部
、
国
土
。

ω
山
根
幸
夫
氏
は
明
末
山
東
に
お
い
て
、
三
等
九
則
に
よ
る
了
銀
科
波
が

し
だ
い
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と

認
め
て
お
ら
れ
る
が
(
「
明
代
華
北
に
お

け
る
役
法
の
特
質
」
『
清
水
博
士
痘
俸
記
念
明
代
史
論
叢
』
所
枚
U

、
小
山

正
明
氏
は
、
三
等
九
則
が
残
存
し
て
い
る
貼
に
注
目
し
、
明
代
役
法
の
原

則
が
華
北
で
は
な
お
強
い
影
響
を
持
っ
て
い
た
乙
と
の
現
れ
だ
と
し
て
い

る
。
〈
「
明
代
華
北
に
お
け
る
賦
役
制
度
改
革
史
研
究
の
一
検
討
」
東
洋
文

化
三
十
七
〉。

倒
順
治
招
遼
豚
志
品
世
六
賦
役
、

崇
融
か
ら
順
治
年
聞
に
か
け
て
、
一
例
人

丁
に
改
め
た
州
豚
に
は
、

費
東
、
費
河
、
汝
上
、
消
川
、
演
陽
、
高
城
、

徳
州
、
寧
陽
、
革
、
自
邑
、
瓶
、
阜
、
郎
、
賀
、
金
郷
な
ど
が
あ
る
。
し

か
し
、
来
陽
蘇
で
は
康
照
年
聞
に
い
た
っ
て
も
、
な
お
戸
等
制
を
採
用
し

て
い
る
し
(
康
照
莱
陽
蘇
志
谷
三
食
貨
、
田
賦
、
戸
口
〉
、
ま
た
章
丘
蘇

で
は
康
照
二
十
五
年
に
あ
っ
て
も
、
有
地
人
丁
、
無
地
人
丁
の
二
則
を
用

い
て
い
る

(
道
光
済
南
府
志
谷
十
四
国
賦
)。

土
地
所
有
の
有
無
に
よ
っ

て
等
則
を
分
け
る
方
法
は
、
す
で
に
蔦
暦
年
間
で
も
み
ら
れ
、
蜘
酔
卒
賂
で

は
無
地
人
丁
に
は
二
銭
五
分
を
科
援
し
、
有
地
人
丁
は
、
土
地
面
積
に
よ

っ
て
五
等
に
分
け
で
、

一
丁
笛
り
の
丁
銀
額
に
格
差
を
設
け
て
い
る

〈
康

照
郷
卒
豚
志
谷
三
賦
役
)
。

ζ

う
し
た
例
外
も
あ
る
が
、
康
照
年
関
ま
で

に
は
大
僅
ほ
と
ん
ど
の
州
鯨
で

一
例
人
了
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。

倒
山
根
氏
前
掲
論
文
。

帥
歯
肉
暦
郷
誌
倉
一
丁
地
誌
。

胸
躍
措
正
築
安
豚
志
悠
二
十
一
係
議
。
高
暦
三
十
年
知
賂
孟
楠
「
編
審
均
筏

議」。

帥
乾
隆
間
半
鯨
志
轟
恒
三
食
貨
、
戸
口
。

伺

康

照

日

照
豚
志
各
三
戸
口
。

倒
順
治
招
遼
豚
志
傘
ム
ハ
賦
役
。

側

岩

見

宏

「
『
山
東
経
曾
録
』
に
つ
い
て
」
(
『
清
水
博
士
遁
俸
記
念
明
代

史
論
叢
』
所
牧
〉
。

-23 -
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側
天
野
元
之
助
「
中
園
畝
制
考
」
東
亜
経
済
研
究
復
刊
三
、
片
岡
芝
子

「
華
北
の
土
地
所
有
と
一
僚
級
法
」
(
『
潜
水
博
士
遁
僚
記
念
明
代
史
論

叢
』
所
牧
)
。

制
光
絡
刷
陣
師
肺
志
倉
十
三
、
田
賦
。

ω
光
緒
滋
陽
豚
士
山
谷
四
回
賦
。
も
ち
ろ
ん
、
州
燃
ご
と
に

一一
畝
笛
り
の
土

地
面
積
は
相
開
興
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民
閣
時
代
の
調
査
に
よ
っ
て
も

い
ち
じ
る
し
い
格
差
が
あ
る
(
水
野
蕪
「
山
東
省
中
部
山
岳
地
帯
に
於
け

る
農
業
事
情
」
満
銭
調
査
月
報
十
五
の
十
一
三
し
か
し
、
一
州
鯨
段
階

で
は
土
地
面
積
の
均
等
化
が
行
わ
れ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

州
側
乾
隆
拙
円
陽
豚
志
、
谷
三
賦
役
志
田
賦
。
務
陽
で
は
蕊
暦
十
八
年
に

一
畝

二
四

O
歩
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

例
市
南
暦
脚
俳
誌
倉
一
丁
地
認
。

帥
康
照
莱
蕪
豚
土
砂
谷
三
国
賦
。
康
照
汝
土
問
肺
志
谷
三
、
綴
政
紀
志
、
田
賦
。

倒
康
照
湾
東
燃
志
、
省
三
、
田
賦
。

師
谷
口
規
短
雄
「
明
代
華
北
に
お
け
る
銀
差
成
立
の
一
研
究
|
山
東
の
門

銀
成
立
を
中
心
に
し
て
|
」
東
洋
史
研
究
二
十
の
三
に
よ
れ
ば
、
河
夫
の

い
く
つ
か
の
項
目
は
嘉
靖
年
聞
に
銀
納
化
さ
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
労

役
に
服
す
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
嘗
州
で
は
銀
納
化
さ
れ
た
館
前
役

が
ふ
た
た
び
貧
労
働
科
滋
に
も
ど
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ω
光
緒
徳
卒
師
肺
志
谷
五
官
師
、
季
静
の
係
。
こ
の
他
に
、
道
光
東
阿
蘇
志
、

各
十
、
宣
瞭
、
王
育
良
の
係
。
乾
隆
皐
豚
志
、
各
四
、
官
邸
志
、
額
発
佐
の

係
。
康
照
勝
豚
志
、
各
四
、
賦
役
に
も
同
様
の
役
が
残
存
し
て
い
る
事
賓
が

み
え
て
い
る
。
ま
た
館
陶
豚
で
は
河
工
に
さ
い
し
て
柳
束
や
廊
幼
な
ど
が

徴
収
さ
れ
て
い
る
。
(
乾
隆
館
陶
際
志
、
谷
六
綾
田
賦
、
「
均
牌
記
」
〉
。

ω
乾
隆
済
摩
直
毅
州
志
、
谷
六
、
奥
地
五
、
賦
役
。
呉
樫
「
雑
差
論
」
。

国
穴
樫
は
銭
婚
の
人
で
、
康
照
三
十
二
年
以
来
、

十
四
年
間
、
務
寧
知
州
の

任
に
あ
っ
た
。
そ
の
論
文
「
編
審
議
」
上
下
、
「
過
割
議
」
、
「
雑
差
論
」

「
雑
税
論
」
、
「
催
科
論
」
は
、
著
書
「
枚
済
録
」
に
枚
め
る
と
い
わ
れ

る
が
、
現
在
で
は
乾
隆
済
寧
直
毅
州
士
山
に
断
片
的
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
な
お
、
地
方
衛
門
の
額
外
科
汲
に
つ
い
て
は
、
岩
見
宏
「
薙

正
時
代
の
公
費
に
闘
す
る
一
考
察
」
東
洋
史
研
究
十
五
の
四
を
参
照
。

制
唐
古
伊
賓
(
天
啓
七
年
|
康
照
三
十
四
年
〉
。

制
山
東
に
お
け
る
棉
布
生
産
に
つ
い
て
は
、
片
岡
芝
子
「
明
宋
清
初
の
筆

北
に
お
け
る
農
家
経
営
L

駐
曾
経
済
史
率
二
十
五
の
二
・
三
を
参
照
。

闘
賞
係
で
は
す
で
に
康
照
九
年
頃
か
ら
耐
震
民
の
逃
亡
が
い
ち
じ
る
し
か
っ

た
。
康
照
資
豚
志
、
谷
八
李
蕃
「
賛
懸
均
値
情
序
」
花
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
み

'えゆ品
。

余
謁
鈴
於
庚
戊
夏
、
:
:
:
到
任
後
数
丹
、
稽
査
煙
火
、
逃
亡
過
牢
、
如
小

社
庄
務
職
庄
唐
家
蝿平
等
位
、
逃
者
十
之
九
、
如
逢
曲
上
圧
東
黄
水
北
梧
桐

等
枇
、
逃
者
十
之
六
七
、
如
文
基
登
屯
馬
停
冶
基
等
位
、
逃
者
十
之
五
、

其
徐
逃
者
十
之
二
三
、

帥
威
塑
背
州
府
志
、
容
三
十
七
、
名
宣
停
、
張
連
登
の
係
。

制
乾
隆
済
寧
直
毅
州
志
、
各
五
、
奥
地
図
、
了
口
。
郷
輿
興
「
済
寧
遺
事
記
」
。

帥
郎
頑
固
、
旗
人
。
康
照
二
十
年
に
館
陶
豚
知
燃
と
な
る
。

側
孫
元
衡
「
順
約
編
塁
係
約
」
。

帥
波
間
中
法
と
は
旦
の
う
ち
五
戸
あ
る
い
は
十
戸
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
一

躍
を
用
い
、
納
戸
の
姓
名
の
下
に
田
土
数
、
銭
糧
数
を
記
し
、
そ
れ
を
甲
首

が
集
約
し
、
漆
箪
を
持
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
納
税
戸
を
督
促
し
て
自
封
投
植

を
奨
励
し
、
里
長
な
ど
が
そ
の
関
に
介
入
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
漆
問
中
法
は
す
で
に
順
治
八
年
に
蘇
松
巡
撫
秦
世
顧
が
そ
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の
寅
施
を
要
請
し
て
許
さ
れ
て
い
る
が
(
世
租
貫
録
、
昌
也
五
十
九
、
順
治

八
年
八
月
丙
寅
の
僚
〉
。
康
照
三
十
九
年
に
ふ
た
た
び
奨
励
さ
れ
て
い
る
。

(
光
緒
大
清
曾
曲
州
事
例
、
各
一
七
て
戸
部
、
回
賦
、
催
科
)
。

倒
余
矯
森
、
江
西
金
総
人
。
康
照
二
十
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
湾
東
豚
知

蘇
の
任
に
あ
っ
た
。

倒
乾
隆
櫨
伺
寧
直
線
州
志
、
谷
五
、
輿
地
四
、
了
口
。

側
皇
朝
文
献
通
考
、
翁
二
十
五
、
職
役
考
。

制
皇
朝
文
献
通
考
、
各
二
十
二
、
職
役
考
。

倒
藤
閥
次
郎
「
清
代
の
径
役
」
歴
史
教
育
十
二
の
九
。
李
文
治
「
論
清
代

前
期
的
土
地
占
有
閥
係
」
歴
史
研
究
一
九
六
三
年
の
五
。
西
嶋
組問
批

「清

代
の
税
制
よ
り
見
た
土
地
政
策
の
特
質
|
江
掘
削
を
中
心
と
し
て
」

東
亜

経
済
研
究
復
刊
ニ
。

帥
北
村
氏
前
掲
論
文
。
北
村
氏
に
よ
れ
ば
「
以
開
(
糧
〉
載
了
」
の
方
法

は
全
国
十
省
に
み
ら
れ
、
車
中
北
で
は
侠
西
省
に
お
い
て
明
末
以
来
賓
施
さ

れ
て
い
た
。

帥
同
様
の
措
置
は
多
く
の
州
豚
で
み
ら
れ
る
。
康
照
二
十
年
代
で
は
贋
東

師
肺
(
康
問
問
世
間
東
豚
志
、
省
入
、
雑
録
、
余
篤
森
「
清
賦
記
事
」
)
、
武
定
州

(
成
型
武
定
州
志
、
容
十
九
、
宣
蹟
、
資
篤
の
篠
)
、
臨
清
州
(
乾
隆
臨
清

直
線
州
志
、
品
恒
三
、
回
賦
、
園
里
)
、
清
卒
豚
(
嘉
慶
東
昌
府
志
、
省
二

十
一
、
名
室
、
陳
起
龍
の
篠
〉
、
郎
豚
(
乾
隆
郎
蘇
志
、
省
五
、
名
宣
、

黄
道
珪
の
係
)
が
あ
り
、
同
三
十
年
代
に
な
る
と
、
陽
穀
師
脚
〈
康
照
陽
穀

蘇
志
、
各
二
、
職
宮
、
金
星
の
傑
〉
、
高
苑
蘇
(
威
塑
青
州
府
志
、

轡
三

十
七
、
名
宣
得
、
張
士
売
の
篠
〉
、
寧
陽
豚
(
康
照
寧
陽
豚
志
、
各
四
、

戸
口
)
、
臨
胸
豚
(
成
豊
青
州
府
志
、
省
三
十
七
、
名
宜
伸
、
陳
建
蔦
の

篠
〉
の
各
地
で
寅
施
さ
れ
て
い
る
。
輩
+
豚
で
は
康
閉
山
四
十
年
代
の
末
で
あ

る
。
(
嘉
自
民
東
昌
府
志
、
各
二
十
二
、
名
宣
、
劉
粛
の
篠
〉
。

同

佐

伯

富

「
清
代
の
郷
約

・
地
保
に
つ
い
て
|
清
代
地
方
行
政
の
一
働
|

東
方
率
二
十
八
。

倒
乾
隆
済
寧
直
線
州
志
、
省
三
十
て
議
文
。

開
江
南
に
お
い
て
も
季
復
興
の
弁
団
法
と
し
て
間
援
の
方
法
が
と
ら
れ
て

い
る
。
藤
岡
氏
前
掲
論
文
。

脚
光
緒
大
清
曾
興
事
例
、
谷
一
七
二
、
戸
部
、
田
賦
、
防
総
改
徴
に
つ
ぎ

の
よ
う
に
み
え
る
。

薙
正
六
年
覆
准
、
順
延
編
皇
、

関
造
的

名
、
如
一
人
有
敏
甲
数
都
之

回、

分
立
数
戸
之
名
、
卸
鋪
併

一
戸、

或
原
一
戸
而
賞
係
数
人
之
産

者
、
部
分
立
的
戸
花
名
。

倒

註

闘

参

照
。

e

側

康

照

曾

典
、
谷
二
十
七
、
戸
部
、
戸
口
。

側

道
光
捕
阿
南
府
志
、
品
恒
三
十
七
、
宣
蹟
、
張
鴎
の
傑
。

個
康
照
泌
川
牒
志
、
各
七
、
襲
文
。

側
乾
隆
摘
開
寧
直
鯨
州
志
谷
六
輿
地
五
、
賦
役
。

脚

光

緒

大
清
曾
曲
州
事
例
、
倉
一
五
七
、

戸
部
、
戸
口
、
丁
銀
機
徴
。

駒
皇
朝
文
献
通
考
、
各
十
九
、
戸
臼
の
按
語
に
い
う
。

匡
等
謹
按
、

匠
丁
沿
自
故
明
、
歴
年
己
久
、
止
存
戸
籍
、
或
渡
民
戸
代

完
、
或
有
司
自
行
賠
補
、
至
是
始
議
波
入
地
丁
、
嗣
後
丁
随
池
波
之

例
、
賞
肇
於
比
、

側
道
光
捕
阿
南
府
志
、
各
三
十
七
、
宣
績
、
王
園
昌
の
係
。

脚
光
緒
大
清
曾
典
事
例
、
各
一
五
七
、
戸
部
、
戸
口
、
了
銀
撲
徴
・
世
宗
ー

貫
録
谷
三
十
四
、
薙
正
三
年
七
月
乙
丑
の
係
。

側
乾
隆
曹
州
府
志
、
省
七
、
戸
口
、
回
賦
。

帥
側
乾
隆
晴
間
河
豚
志
、
出
世
コ
一
、
賦
役
。

側

尚

鍛

「
清
代
前
期
中
国
枇
曾
的
停
滞
、
愛
化
和
後
展
」

主
義
蔵
芽
問
題
討
論
集
』
上
所
蚊
〉
。
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